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2025（令和７）年度における環境省の取組 

 

北海道地方環境事務所 
 
 
１．生育地における生育環境の改善 
（１）ササ等の刈り払い 

鉄府保護区及び船泊保護区の環境省所管地内において、これまでレブンアツモリソウ

の生育環境の改善及び維持を図るため、ササ等の刈り払い作業及び生育地からの刈り払

い残渣の除去を行なってきた。令和７年度には、合計 2,960 ㎡の範囲において、刈り払

い作業等を実施した。 

 

２．生育地における盗掘の防止 
（１）巡視・看板の設置 

レブンアツモリソウの開花時期を中心に、稚内自然保護官事務所職員による巡視や看

板の設置等、盗掘及び踏みつけ防止対策を行った。なお、巡視に併せて、花茎数の確認

も実施した。特に盗掘や踏み荒らしは確認されなかった。 

 

３．生育状況モニタリング調査  

（１）出現調査 

  刈り払い試験地内を踏査又は双眼鏡を用いて開花数を確認した。 

・鉄府保護区：刈り払い試験地（約 6,200 ㎡）における開花数は 74（昨年度 54）であ

った。 

・船泊保護区：刈り払い試験地（約 1,780 ㎡）における開花数は 26（昨年度 20）であ

った。 

 

（２）齢構成調査 

  固定方形区内において、レブンアツモリソウの茎数や花の有無、任意に選定した最大

葉の測定等の調査を実施した。 

・鉄府保護区：固定方形区６か所において、調査を実施した。固定方形区内では合計で

茎数が 50 本、その内、花茎数は８本であった（昨年度：茎数 50 本（内、花茎数９

本））。 
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・船泊保護区：固定方形区８か所において、調査を実施した。固定方形区内では合計で

茎数が 46 本、その内、花茎数は 14 本であった（昨年度：茎数 40 本（内、花茎数９

本））。 

 

（３）植生調査 

固定方形区毎に、固定方形区の植被率、出現種、優占度及び種毎の最高草高を記録し

た。 

 ・鉄府保護区：固定方形区 13 か所において、植生調査を実施した。 

 ・船泊保護区：固定方形区３か所において、植生調査を実施した。 

 

（４）環境省所管地を中心とした花茎数の確認 

  稚内自然保護官事務所職員が鉄府所管地内（刈り払い試験区除く）を踏査し、開花数

をモニタリングした。開花数は 265（昨年度 305）であった。 

  

４．普及啓発の推進・連携の確保 

   礼文高校１年生を対象に授業の一環で、鉄府保護区内の刈り払いを行った。 

 



資料１−２ 

2025（令和７）年度における北海道森林管理局の取組 

林野庁 北海道森林管理局 

令和７年度の実施状況 
１．⾃然保護管理員による巡視・保全活動 

⾃然保護管理員により関係機関等と連携の上、礼⽂島⽣物群集保護林及びその周辺地域の
巡視活動、盗掘及び踏み付け防⽌のため、ロープによる⽴⼊規制等の必要な措置を実施して
いる。 

 
２．森林保護員による巡視・普及啓発活動等 

 森林保護員（グリーン・サポート・スタッフ）により関係機関等と連携の上、鉄府地区の
レブンアツモリソウ群⽣地を含む礼⽂国有林全域で⾼⼭植物群落等の巡視、登⼭者や観光客
等へのマナー啓発及び歩道等の補修を実施している。 
 

３．鉄府地区の固定プロット調査 
⽣育動態を把握することを⽬的としたプロット調査（２５箇所）について、調査を実施

し、レブンアツモリソウの茎数を 74 本（うち花茎数９本）確認した。 
 

４．鉄府地区のレブンアツモリソウ⽣育実態調査 
平成 24 年度から平成 27 年度まで委託によりドローンを⽤いて実施したレブンアツモリ

ソウ⽣育実態調査の箇所において、職員実⾏による⽬視調査を実施した。  
調査範囲は歩⾏可能な箇所とし、⽬視調査した結果、196 本を確認した。 

 
５．レブンアツモリソウ群⽣地のモニタリング 

① ⽅形プロット 
平成 30 年 10 ⽉にレブンアツモリソウ群⽣地内で環境整備した森林内に設定した 9 箇

所の⽅形プロット（対照区含む）について調査した結果、レブンアツモリソウの⽣育数は
増加しておらず、環境整備の効果は確認できなかった。 

 
② 歩道沿い 

⽬視により調査した歩道沿いのレブンアツモリソウの茎数は、21 本（うち花茎数３本）
であった。 

 



資料１－３ 

礼 文 町 

2025（令和７）年度における礼文町の取組 

 
１．生育地における生育環境の改善 

礼文町では鉄府群生地、鉄府群生地向かい側、大備海岸の 3自生地におい

てレブンアツモリソウの生育環境の改善、維持を目的とした刈り払いとリタ

ーの除去を実施している。 

 

１）鉄府群生地（木道奥、駐車場横） 

鉄府群生地木道奥（約 160 ㎡）及び駐車場横（約 300 ㎡）では、毎年、

刈り払いとリターの除去を実施しており、今年度も両地の刈り払いを行っ

た。（図１） 

鉄府群生地木道奥では、2017 年から刈り払い並びにリターの除去を毎年、

実施しており、今年度のモニタリング調査において調査区内で確認したレ

ブンアツモリソウ茎数は昨年から若干減少した 14 であった。（表１）茎数

の減少が一時的なものなのかどうか、今後、注意が必要である。 

一方、2020 年より刈り払いを実施しているレブンアツモリソウ群生地駐

車場横では、今年度の刈り払い区内の開花茎数は 71 と昨年に比べて大幅

に増加していた。（表２） 

 

   

 
 

 

 

 

図１ 鉄府群生地木道奥（左）と駐車場横（右）の刈り払い後の様子 

表２ 鉄府群⽣地（駐⾞場横）における開花茎数
調 査 年 2021 2022 2023 2024 2025
開花茎数 33 18 40 49 71

調査年
２葉
茎数

３葉
茎数

４葉
茎数

開花
茎数

計

2023 4 5 0 8 17
2024 6 3 0 9 18
2025 5 1 3 5 14

表１ 鉄府群⽣地⽊道奥におけるレブンアツモリソウの
⽣育状況*

＊⽣育状況は刈り払い区内に設置した３調査区（1ｘ1ｍ）内に
⽣育するレブンアツモリソウの茎数を⽰す。
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２）鉄府群生地向かい側 

鉄府群生地向かい側（約 120 ㎡）では、2021 年より、毎年、秋に刈り払

いとリターの除去を実施している。本年についても植物が秋枯れした 11

月上旬に刈り払いを行った。（図２） 

 

    

 

 

 ３）大備海岸 

大備海岸（約 3,000 ㎡）では（図３）、これまで地域住民によって、毎

年、刈り払いが行われてきたが、今年度より礼文町で刈り払いを実施した。 

また、調査区内に設置した 3 つの調査区（1ｍｘ2ｍ）内に合計 37 のレ

ブンアツモリソウ茎数を確認した。（表３） 

   

 

 

２．野生復帰の技術確立 

１）共生菌培養による培養個体の増殖 

南部と北部のそれぞれに自生するレブンアツモリソウ個体に由来する種子を

共生菌培養法により別々に培養、増殖している。鉢上げまでの培養過程は確立

されており、本年も 2022 年に採取した種子で北部に由来する共生菌培養株

N2022 株 414 個体、南部由来の S2022 株 569 個体の鉢上げを行った。（表４） 

 

図２ レブンアツモリソウ群生地向かい側秋刈り払い前（左）と刈り払い後（右）の様子 

図３ 大備海岸の刈り払い場所位置図 

調査年
２葉
茎数

３葉
茎数

４葉
茎数

開花
茎数

計

2025 4 12 3 18 37

表３ 2025年度⼤備海岸におけるレブンアツモリソウの
⽣育状況*

＊刈り払い区内に設置した３調査区（1ｘ2ｍ）内に⽣育する
レブンアツモリソウの茎数を⽰す。
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２）野生復帰に向けた取り組み 

鉢上げした培養個体はビニールポット植えの状態で 1年以上、高山植物

園で育てた後、地植えする野生復帰試験を行っている。 

2021 年に採取した種子に由来する培養個体のうち、北部由来の 147 個体

を高山植物園内圃場に植え出した。一方、南部由来の個体については、例

年、島南部の過去の自生地での地植えを行っているが、今年度の植え出し

は行わなかった。 

 

３．生育地における盗掘の防止 

1）監視員（フラワーレンジャー）の配置 

毎年、5 名の監視員を桃岩遊歩道（２名）、礼文林道（２名）、レブンアツモリソ

ウ群生地（１名）に配置しているが、今年度は礼文林道が 1 名のみの配置となり、

監視員は合計 4 名の配置となった。 

  

2）看板、監視カメラの設置 

レブンアツモリソウ培養個体を植えているカナリアパーク内の花壇及び、大備

浜、鉄府群生地では、盗掘防止のため監視カメラを設置している。 

 

４．開花茎数調査 

礼文町ではレブンアツモリソウの生育状況の把握、刈り払い効果の検証 

のため、５カ所において開花茎数調査を行っている。このうち４カ所の調査

結果を表５に示す。 

 

1）鉄府群生地木道 

   レブンアツモリソウ群生地の木道から目視で確認できる範囲の開花茎

数を調査している。本年度の開花茎数は 23 であった。 

表4 レブンアツモリソウの共⽣菌培養結果
移植プロト

   コーム数
北共2021株 100枚 529 275
南共2021株 100枚 193 299
北共2022株 119枚 3,326 414
南共2022株 120枚 1,368 569
北共2023株 100枚 768 2026年
南共2023株 50枚 187 5⽉以降
* 播種数は播種したシャーレ数で⽰す。(約400粒/枚)

系統 播種数 鉢上げ数*
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2）鉄府群生地木道奥 

    毎年秋に約 160 ㎡の刈り払い並びに刈り払い物（以下リター）の除去を行っ

ており、開花期に刈り払い地内の開花茎数を調査している。本年度の開花茎

数は 32 であった。 

 

3）鉄府群生地駐車場横 

毎年秋に約 300 ㎡の刈り払い並びにリターの除去を行っており、開花期に刈

り払い地内の開花茎数を調査している。本年度の開花茎数は 71 であった。 

 

4）鉄府群生地向かい側 

ドローンによる空撮及び目視による開花茎数を調査している。本年度の

開花茎数は 316 であった。 

 

 

 

５．普及啓発の推進・連携の確保 

1）島内の小中高校への出前授業 

島内小中高校の依頼に応じ、随時、高山植物の保護を盛り込んだ出前授

業を実施している。 

⽊道 ⽊道奥 駐⾞場横 向かい側
2025 23 32 71 316

調査年
鉄府群⽣地

表５ 各調査地における2025年度の開花茎数
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1 

 

レブンアツモリソウ第⼆期ロードマップ公開版（案） 
 

1．背 景 

（レブンアツモリソウについて） 

 レブンアツモリソウ（Cypripedium macranthos var. rebunense）は、北海道の礼⽂

島にのみ分布するラン科の多年草で、環境省第５次レッドリストでは絶滅危惧ⅠB 類か

ら準絶滅危惧 NT にカテゴリーが⾒直されている。主な⽣育地は、礼⽂島沿岸地域の適

湿〜やや乾性の明るい草原で、５⽉下旬〜６⽉下旬に淡⻩⽩（クリーム）⾊の⼤きく優

美な花をつける。草原が地すべり等で攪乱されてから⾼茎植物が侵⼊する遷移の途中段

階で出現する。 

 かつては礼⽂島の広範囲に分布していたとされているが、園芸的価値が⾼いことから

特に 1980 年代から 90 年代にかけて過度に採集されて⽣育数が減少した歴史がある。 

 

（これまでの取組について） 

 本種の保護増殖の取組は 1980 年代に礼⽂町が群⽣地に柵を設置したところから始ま

った。1986（昭和 61）年には礼⽂町⾼⼭植物培養センター（以下「培養センター」と

いう。）が設置され、本種の保護増殖のための技術研究が⾏われるようになった。 

 1994（平成６）年には、「絶滅のおそれのある野⽣動植物の種の保存に関する法律」

に基づく特定国内希少野⽣動植物種に指定、1996（平成８）年６⽉には保護増殖事業計

画を環境庁（当時）及び農林⽔産省が策定し、同年８⽉には礼⽂町が保護増殖事業計画

の確認を受けている。以後、環境省、林野庁及び礼⽂町（以下「主体機関」という。）

が中⼼となって、有識者からの科学的助⾔を受けながら、本種の保護増殖に係る各種取

組（盗掘防⽌対策、⽣育環境改善、研究者チームによる科学的知⾒の蓄積）を進めてき

た。 

 

（ロードマップについて） 

 主体機関は、⽣育環境改善の取組や共⽣菌を⽤いて培養した⼈⼯培養株の⽣育地での



 

 2 

活着試験等、積極的な保護増殖の取組を計画的に進めるため、計画期間を 10 年とする

ロードマップ（以下「第⼀期ロードマップ」という。）を 2016（平成 28）年 11 ⽉に

策定し、2020（令和２）年の中間評価を踏まえて 2022（令和４）年４⽉に⼀部改定を

⾏った。 

 2025（令和７）年には、第⼀期ロードマップの取組状況及び本種の⽣育状況について、

減少した⽣育地や、顕著な変化傾向がみられなかった⽣育地もあるが、⼤幅に開花数が

増加した⽣育地が全体を引き上げる形で、総じて増加傾向を⽰しており、過去に主要な

減少要因であった盗掘については対策が機能し、利⽤者の意識醸成も進んだと評価した。 

 第⼀期ロードマップの取組や評価及び課題を踏まえて、保護増殖事業の取組への理解

や担い⼿を拡充するとともに、経年変化傾向を適切に把握しながらこれまで以上に効率

的かつ順応的な管理を進めていく必要がある。 
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２．⽬的及び⽬標 

（⽬ 的） 

 本ロードマップは、保護増殖事業計画に基づき、本種が⾃然状態で安定的に存続でき

る状態とすることを⻑期⽬標とした上で、⽬標期間を 10 年とした中期⽬標を定め、達

成に向けた 10 年間の取組（施策）の⽅針及び計画を策定することを⽬的とする。 

なお、事業の進捗状況等を踏まえて、５年を⽬処に中間評価を⾏い、その結果を踏ま

え順応的に⾒直しを⾏う。 

 

（⻑期⽬標） 

 本種が⾃然状態で安定的に存続できる状態とすること。 

◯⻑期⽬標のイメージ 

① ⽣育環境として送粉昆⾍や共⽣菌を含む⽣態系が維持されており、各⽣育地1間及び

周辺地域への種⼦や花粉の移動・交流があり、⽣育域2全体で安定的に存続している

状態。 

 

 

 

 

 

 

②⽣育域全体では、様々な世代の個体があり、更新が持続的に⾏われている状態。 

 

 

 

 
1 「⽣育地」とは、「本種が⽣育している場所」を指す。 

2 「⽣育域」とは、「すべての⽣育地を含む⼀定の広がりをもった範囲」を指す。 

種⼦ 

⽣育地 

⽣育地 

⽣育地 

⽣育地 

⽣育地 

⽣育域 

種⼦ 

種⼦ 

花粉 

種⼦ 
花粉 

花粉 

花粉 
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（中期⽬標） 

◯主要な⽣育地において個体群が維持されている。 

◯植⽣改善などが⼀定程度実施され、⽣育環境が維持されている。 

◯盗掘のない状態で適正な利⽤がなされ、多様な主体による保護の取組が広く浸透して

いる。 
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3．⽣育地の現状、評価及び課題 

（１）全体的な現状と評価 

 過去の主要な減少要因であった盗掘は、取組が⼗分に機能し、利⽤者の意識醸成も進

み、第⼀期ロードマップ期間では確認されていない。 

開花数等のモニタリング調査は、⽣育地によっては部分的な把握、⼀部の年の実施に

とどまったものの、全体的な動向については多くの⽣育地で把握することができた。そ

の結果から、本種の開花数は、減少傾向がみられる⽣育地や顕著な変化傾向がみられな

い⽣育地（船泊保護区、礼⽂島南部等）もあるが、⼤幅に開花数が増加した⽣育地（鉄

府群⽣地向かい側、⼤備海岸等）が全体を引き上げる形で、総じてみると増加傾向を⽰

している。⽣育環境改善の取組や新たな⽣育地が確認されたことも増加の⼀因となって

いると考えられる。 

 

（２）各⽣育地の現状と評価 

 第⼀期ロードマップ期間に⽣育が⼀度でも確認された⽣育地について現状を整理し、

⽣育状況の評価等を記載した。⽣育地は、北部と南部、⽣育環境改善の取組の実施の有

無及び状況に応じて⽣育環境改善の取組を検討するか否かで分類した。 

Ⅰ．北部 

１．⽣育環境改善の取組を実施している⽣育地 

鉄府保護区（ササ群落部分） 

【⽣育地の概要】町道浜中⻄上泊線に隣接した海岸沿い⻄斜⾯に位置する⽣育地の⼀部

である。2006（平成 18）年に環境省が財務省からの所管換えにより取得した 4.6ha の

⼀部で道指定天然記念物に指定されており、隣接する国有林野も含めて全体を柵で囲ん

でいる。ササ群落となっている区域では、⽣育環境改善として刈り払いが 2012（平成

24）年から実施されており、それによって亜⾼⼭草本類が優占するように変化している。

刈り払い効果検証として、齢構成等の調査が実施されている。また、2024（令和６）年

から礼⽂⾼校が本種の学習の⼀環として⽣育環境改善（ササ等の刈り払い）を実施して

おり、地元の若年世代とともに取り組むことで地域住⺠への考え⽅の浸透や関わりの拡

充を図っている。 

【本種の⽣育状況と推移】個体数は、刈り払い開始から６年⽬程度までは増加する試験
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地があったが、その後は個体数を維持している。 

【第⼀期ロードマップ期間の評価】⽣育環境改善は⼀定の成果が確認されており、開花

数は増加傾向となっている。 

 

鉄府群⽣地 

【⽣育地の概要】町道浜中⻄上泊線に隣接した南向き斜⾯に位置する⽣育地で、周囲を

柵で囲み、監視カメラを設置している。開花時期には⽊道周辺が⼀般公開され、古くか

ら知られている観光地である。鉄府群⽣地全体は、管理者等により４区画に分かれる（⼭

道周辺、⽊道奥、⽊道周辺、駐⾞場横）。⼭道周辺及び⽊道奥は林野庁により礼⽂島⽣

物群集保護林（以下「保護林」という。）が設定されているほか、道指定天然記念物に

も指定されている。⼭道周辺は、イブキジャコウソウやススキ、ササ等が⽣育し、⼀部

ではトドマツの天然更新が相当に進⾏している。この付近では林野庁によるトドマツの

枝打ちのほか、ササの刈り払い等が部分的に実施されていた。⽊道周辺及び⽊道奥は草

丈の低い群落に⾼茎草本が侵⼊しており、礼⽂町が継続的に刈り払いを実施している。

駐⾞場横はササやススキが優占していたが、2020（令和２）年から礼⽂町が刈り払いを

実施しており、⼀般来訪者も本種を観察することができる。 

【本種の⽣育状況と推移】⼭道周辺では開花数が減少傾向にある。⽊道周辺では 2021

（令和３）年頃まで開花数が増加傾向にあったが、同年の夏季に⾼温・乾燥な気候が続

いたことにより開花数が激減し、以降は同程度の開花数で推移している。駐⾞場横でも

同様の要因により 2022（令和４）年の開花数が減少したが、以降は刈り払い開始時の

開花数を上回っている。 

【第⼀期ロードマップ期間の評価】礼⽂町等の監視員が配置され、よく管理されている。

⼭道周辺は⽣育環境改善の効果があまりみられていないが、⽊道周辺、⽊道奥及び駐⾞

場横では⽣育環境改善により開花数の回復がみられている。⽣育地全体としては、開花

数は増加後減少している。 

 

鉄府群⽣地向かい側 

【⽣育地の概要】②鉄府群⽣地から町道浜中⻄上泊線を挟んで 200ｍ程南⻄の道路脇に

位置する⽣育地である。2012（平成 24）年から毎年刈り払いを⾏い、2020（令和２）
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年まで監視カメラを設置していた。2022（令和４）年に礼⽂町が展望デッキや柵等を整

備し、開花期には⼀般公開されている。北⻄向きの斜⾯で、刈り払いを⾏っている場所

はススキ等の⾼茎草本群落になっており、周辺はササに覆われている。開花数のモニタ

リング調査として、ドローンを⽤いた⼿法も成果をあげている。 

【本種の⽣育状況と推移】以前は少数がササに覆われながら⽣育していたが、⽣育環境

改善により増加している。2021（令和３）年の夏季に⾼温・乾燥な気候が続いたことに

より開花数が減少したが、以降は回復している。 

【第⼀期ロードマップ期間の評価】⽣育環境改善によって⻑期的にはやや増加している。

⼗分な保全管理体制も確⽴され、盗掘は発⽣しておらず、観光利⽤による普及啓発効果

も⾼い。 

 

船泊保護区 

【⽣育地の概要】久種湖キャンプ場より⻄側へ向かった船泊港利礼公園線沿いに位置す

る約 1.7ha の⽣育地で、1998（平成 10）年に環境省が財務省からの所管換えにより取

得した。海岸に向かって下降する急な北向き斜⾯全体を柵で囲んでいる。2023（令和５）

年 11 ⽉に豪⾬により⼀部の斜⾯（約 654 ㎡）の崩落が発⽣した。北向き斜⾯であるこ

とから⽇当たりが悪く、⽐較的湿潤な環境が保たれている。また、急な斜⾯であること

から地すべりが起こりやすいと考えられ、アキタブキやオオヨモギなどの⾼茎草本が主

体となっている。⾼茎草本の繁茂による⽣育環境の悪化を改善する⽬的で、2015（平成

27）年に３か所の刈り払い試験地を設け、継続的に刈り払いを実施している。刈り払い

試験地の調査や個体群動態を把握するための固定⽅形区調査が継続されている。 

【本種の⽣育状況と推移】刈り払い試験地を中⼼に⽣育している。2013 年（平成 25）

年頃から⾼茎草本に覆われるようになり、⽣育環境が悪化していたと推察される。2015

（平成 27）年から⽣育環境改善のための刈り払いを続けており、開花数が３年後まで

は増加していたが、その後は減少している。 

【第⼀期ロードマップ期間の評価】⽣育環境改善の成果により⼀時的に増加したが、そ

の後は減少している。2009（平成 21）年に共⽣培養株の移植試験を実施し、15 年以上

⽣存しており、開花及び結実も確認されていることから、移植株の環境順化には問題が

ないことが⽰された。 
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⼤備海岸 

【⽣育地の概要】船泊集落北側の堤防外海岸に位置する⽣育地である。⾹深分港（船泊

港）での港湾⼯事などに伴う海流の変化によって形成された堆砂地である。海岸ではあ

るが、海とはなだらかな砂丘によって隔てられているため、通常は波や潮⾵による影響

は少ない。平坦な地形で⽇当たりが⾮常によく、ヨシが混じる⼆次的な海岸砂丘群落と

なっており、イネ科植物などが刈り払われた場所に本種が⽣育している。地域住⺠によ

り、個体毎のマーキング、柵の設置、刈り払いが実施されている。礼⽂町が階段等を整

備し、監視カメラを設置した上で、2025（令和７）年には⼀部が⼀般公開された。 

【本種の⽣育状況と推移】地域住⺠による刈り払いによって分布範囲や開花数が増加し

ている。島内で最も早く本種が開花する⽣育地で、株⽴ちの⼤型個体も多く⾒られるほ

か、様々な世代の個体が⾒られる。 

【第⼀期ロードマップ期間の評価】⽣育環境改善は⼀定程度の成果が確認され、開花数

は増加している。 

 

⽣育地 A 

【⽣育地の概要】雪解け時に湿潤となり、本種の開花と同時期にヨシの成⻑が始まり、

夏以降は⽣育地全体が⾼さ１ｍほどのヨシに覆われることから春先にヨシの刈り払い

を⾏っている。2018（平成 30）年以降は個体数把握を⽬的としたモニタリング調査を

継続的に実施している。 

【本種の⽣育状況と推移】春先にヨシの刈り払いを⾏っているため、本種の開花時には

他の植物に⽇光を遮られることなく⽣育しており開花数は維持されている。 

【第⼀期ロードマップ期間の評価】開花数は維持されており、⽣育環境改善は⼀定程度

の成果が確認されている。 

 

２．⽣育環境改善の取組を実施していない⽣育地 

１）状況に応じて⽣育地環境改善の取組を検討する⽣育地 

鉄府保護区（⾃然草原部分） 

【⽣育地の概要】町道浜中⻄上泊線に隣接した海岸沿い⻄斜⾯に位置する⽣育地の⼀部



 

 9 

である。2006（平成 18）年に環境省が財務省からの所管換えにより取得した 4.6ha の

⼀部で道指定天然記念物に指定されており、隣接する国有林野も含めて全体を柵で囲ん

でいる。⾵衝や湧⽔などの⾃然条件により草原の⾼茎化が抑えられており、⽣育環境が

維持されている。個体群動態を⻑期的にモニタリングする⽬的で固定⽅形区調査を継続

している。 

【本種の⽣育状況と推移】⻄側の鉄府海岸に向かう沢地形に広く⽣育しており、特に沢

沿いの湿潤な箇所に多く⾒られるが、沢を挟んだ南向き・北向きの斜⾯にも⽣育してい

る。 

【第⼀期ロードマップ期間の評価】開花数は維持されている。 

 

鉄府保護林（群⽣地以外） 

【⽣育地の概要】①鉄府保護区の東側に隣接する国有林野にある⽣育地である。林野庁

により保護林が設定されているほか、道指定天然記念物にも指定されており、隣接する

環境省所管地も含めて全体を柵で囲んでいる。なだらかな南向き斜⾯で⽇当たりは良く、

⾵衝群落と⾼茎草本群落からなり、北部と南部の⼀部にササ群落が分布している。主に

固定⽅形区内の開花数のモニタリング調査が 2003（平成 15）年から研究者により開始

され、2014（平成 26）年以降は林野庁により継続されている。 

【本種の⽣育状況と推移】固定⽅形区内の開花数は減少傾向にあり、特に 2021（令和

３）年から 2022（令和４）年にかけて開花数が⼤きく減少し、以降は同程度の開花数

で推移している。踏査による広域の開花数は⼤きな変動はなく維持されていると思われ

る。 

【第⼀期ロードマップ期間の評価】固定⽅形区内の開花数が減少している。 

 

⽣育地 B 

【⽣育地の概要】⻄⾵の影響を受けにくい場所で、植⽣は雑草地だが、⾵衝群落や⾼茎

草本群落も⾒られる。 

【本種の⽣育状況と推移】アキグミやアキタブキ、オオイタドリの侵⼊が⾒られる以外

は⾵衝群落が保たれ、開花数も⼤きく増加している。 

【第⼀期ロードマップ期間の評価】開花数が⼤幅に増加した。 
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⽣育地 C 

【⽣育地の概要】東向きから北向きの急斜⾯で地すべり跡が⾒受けられ、⽣育地のすぐ

上部は密なササに覆われている。斜⾯には低⽊やススキやトクサの群⽣が⾒られる。 

【本種の⽣育状況と推移】2019（令和元）年までは増加傾向であったが、その後はやや

減少している。地すべり後の植⽣遷移の中で出現したと考えらる。 

【第⼀期ロードマップ期間の評価】開花数は増加したが、その後やや減少している。 

 

２）推移を把握するのみで取組（対策）は講じない⽣育地 

⽣育地Ｄ 

【⽣育地の概要】オオヨモギ、オオイタドリ、オオアワダチソウなどの⾼茎草本が優占

している中に本種が⽣育しており、その周辺（１〜２㎡ほどの範囲）は刈り払いをされ

ていると⾒受けられる。 

【本種の⽣育状況と推移】⽣育環境に⼤きな変化はみられない。 

【第⼀期ロードマップ期間の評価】開花数は維持されている。 

 

⽣育地Ｅ 

【⽣育地の概要】⾼さ 20〜30 ㎝の草丈の低いササ群落に覆われている。 

【本種の⽣育状況と推移】開花数は少なく、ササに囲まれてはいるもののレブントウヒ

レンやチシマフウロなどの⾼⼭植物とともに⽐較的安定した状況で⽣育している。 

【第⼀期ロードマップ期間の評価】開花数は維持されている。 

 

⽣育地Ｆ 

【⽣育地の概要】オオイタドリやアキタブキなどの⾼茎草本により覆われ、半⽇陰の湿

潤な環境になっている。 

【本種の⽣育状況と推移】北向き斜⾯に位置している。 

【第⼀期ロードマップ期間の評価】開花数は減少している。 
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⽣育地Ｇ 

【⽣育地の概要】疎な⼆次林下のアキタブキやオオイタドリ等の⾼茎草本群落の湿潤な

環境の中に本種が⽣育している。 

【本種の⽣育状況と推移】近年断続的に確認されている。 

【第⼀期ロードマップ期間の評価】開花数の経年推移の傾向は不明である。 

 

Ⅱ．南部 

１．⽣育環境改善の取組を実施している⽣育地 

 なし 

 

２．⽣育環境改善の取組を実施していない⽣育地 

１）状況に応じて⽣育環境改善の取組を検討する⽣育地 

⽣育地Ｈ 

【⽣育地の概要】⾵衝地の亜⾼⼭草本群落に⽣育しており、定期的な巡視が⾏われてい

る。 

【本種の⽣育状況と推移】複数の地点で確認されている。 

【第⼀期ロードマップ期間の評価】開花数のモニタリング調査は概数のみで、推移把握

には⾄っていないことから開花数の経年推移の傾向は不明である。 

 

⽣育地Ｉ 

【⽣育地の概要】⾵衝地の亜⾼⼭⾼茎草本群落に⽣育している。 

 

⽣育地Ｊ 

【⽣育地の概要】⾵衝地の亜⾼⼭⾼茎草本群落に⽣育しており、定期的な巡視が⾏われ

ている。 

【本種の⽣育状況と推移】点在して⽣育している。 

【第⼀期ロードマップ期間の評価】開花数のモニタリング調査は概数のみで、推移把握
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には⾄っていないことから開花数の経年推移の傾向は不明である。 

 

⽣育地Ｋ 

【⽣育地の概要】⾵衝地の亜⾼⼭⾼茎草本群落に⽣育している 

【本種の⽣育状況と推移】少数が確認されているが、多くの情報は得られていない。 

【第⼀期ロードマップ期間の評価】部分的な開花数のモニタリング調査では、開花数は

減少している。 

 

２）推移を把握するのみで取組（対策）は講じない⽣育地 

⽣育地Ｌ 

【⽣育地の概要】島の東側に⾯した急斜⾯にあり、ササや低⽊によって⽇陰になってい

るため湿潤な環境である。 

【本種の⽣育状況と推移】ササ群落の中に⽣育していたが、周囲のササが以前より伸び

てきて⽇照が減少していると考えられる。 

【第⼀期ロードマップ期間の評価】開花数の経年推移の傾向は不明である。 
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表 1 各⽣育地の概要と開花数の推移  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
※⽣育規模は、モニタリング調査対象地以外も含む⽣育地全体の規模感から、⼩規模：開花数 30 未満、中規模：開花数

30 以上 100 未満、⼤規模：開花数 100 以上、を⽬安に分類した。 

※増減傾向は、鉄府保護林（群⽣地以外）については継続調査している固定⽅形区の結果、⽣育地 J については調査範
囲の結果を基に記載した。 

※増減傾向は、第⼀期ロードマップ期間のモニタリング調査対象地の開花数の変動の傾向について、増加：200%以上に
増加、やや増加：120%以上に増加、減少：50%未満に減少、やや減少：50〜90%に減少、維持：⼤きな増減がみられ
ない⼜は個体数が少なく変動が少ない、不明・情報不⾜：判別に⼗分なデータがない、と分類した。2015（平成 27）
年前後のデータがない場合は、2020（令和２）年以降の傾向、傾向に顕著な変化がみられる⼀部の⽣育地では 2020
（令和２）年までとそれ以降の傾向を合わせて表記した。なお、開花数のカウント⽅法は、同⼀⽣育地においても年
次により異なる⼿法を⽤いている場合があるため注意が必要である。 

  

エリア 基本的な植⽣ ⽣育規模 増減傾向

⽣育環境改善の取組を実施している⽣育地

鉄府保護区（ササ群落部分） ササ群落 中規模 増加

鉄府群⽣地 ⾼茎草本群落、低⽊群落等 ⼤規模 増加後減少

鉄府群⽣地向かい側 ⾼茎草本群落 ⼤規模 やや増加後やや減少

船泊保護区 ⾼茎草本群落 中規模 増加後減少

⼤備海岸 ⼆次的な海岸砂丘群落 ⼤規模 増加

⽣育地A ⾼茎草本群落 中規模 維持

⽣育環境改善の取組を実施していない⽣育地

状況に応じて⽣育地環境改善の取組を検討する⽣育地

鉄府保護区（⾃然草原部分） ⾵衝群落 ⼤規模 維持

鉄府保護林（群⽣地以外） ⾵衝群落、⾼茎草本群落 ⼤規模 減少

⽣育地B 雑草地、⾵衝群落、⾼茎草本群落 ⼤規模 増加

⽣育地C ⾼茎草本群落 中規模 増加後やや減少

⽣育地D ⾼茎草本群落 ⼩規模 維持

⽣育地E ササ群落 ⼩規模 維持

⽣育地F ⾼茎草本群落 ⼩規模 減少

⽣育地G ⾼茎草本群落 ⼩規模 不明・情報不⾜

⽣育地H ⾵衝地の亜⾼⼭草本群落 ⼤規模 不明・情報不⾜

⽣育地I ⾵衝地の亜⾼⼭草本群落 ⼩規模 不明・情報不⾜

⽣育地J ⾵衝地の亜⾼⼭草本群落 中規模 不明・情報不⾜

⽣育地K ⾵衝地の亜⾼⼭草本群落 ⼩規模 減少

⽣育地L ササ群落 ⼩規模 不明・情報不⾜

分類 ⽣育地名

北部

推移を把握するのみで取組（対策）は講じない⽣育地

⽣育環境改善の取組を実施していない⽣育地

南部

状況に応じて⽣育地環境改善の取組を検討する⽣育地

推移を把握するのみで取組（対策）は講じない⽣育地
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（３）課題 

 第⼀期ロードマップを踏まえた今後の課題としては、以下のことが挙げられる。 

 本種の⽣育地は、ササや⾼茎草本の増加といった植⽣遷移や地すべり等の地表変動を

受けやすい場所にも広がっており、本種の個体群の消⻑はそれらの影響を受けているこ

とがこれまでに明らかになっているが、近年の気温上昇3や集中的な⼤⾬の増加4などに

よって植⽣遷移の速度や地表変動の頻度が増加し、本種の個体群の消⻑への影響が⼀段

と強まっていることが予想される。また、消雪時期の変化、送粉昆⾍の個体数や⾏動の

変化などにより、本種の成⻑や繁殖にも影響が⽣じる可能性があることにも留意が必要

である。したがって、⽣育地におけるモニタリングでは、植⽣遷移や地すべり発⽣地5の

変化、それによる本種の変化についても把握する必要がある。 

 また、第⼀期ロードマップ期間中の 2022（令和４）年〜2024（令和６）年にかけて、

礼⽂島内の各所で⼤規模なササの⼀⻫開花枯死現象が観察され、今後、植⽣の変化など

を通じて本種の個体群に直接的・間接的に影響すると考えられることについて考慮する

必要がある。 

 モニタリング調査の⼿法、特に開花数のカウント⽅法は、実施する⽣育地や年次によ

り異なることがあり、全⽣育地の開花数の合計値やその推移に基づき評価することは困

難であった。このため、各⽣育地内の調査実施範囲や調査⼿法を固定したものにするこ

とで、経年⽐較可能なデータが得られるようにする必要がある。 

地域において⼈⼝減少や⾼齢化が進む中で、地域内外の多様な主体を巻き込み、⽣育

地の保全のための交流や連携を通じて利⽤も活性化することで、本種を地域の魅⼒とし

て活⽤しながら保護管理の取組が実施されるよう検討していく必要がある。 

 

 

 

 

  

 
3 平均気温の上昇は、特に 2020 年以降顕著となっている（礼⽂⾹深観測所）。 
4 ⽇最⼤降⽔量が 100mm を超える⼤⾬が 2014〜16 年、2020 年、2025 年と頻繁に発⽣している。 
5 ⽣育地における地すべりは 2023 年 11 ⽉に船泊保護区内で発⽣している。 
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４．各取組（施策）の⽅針と計画 

 本ロードマップでは、⼤きく分けて以下の５つの取組を⾏う。各取組について、基本

⽅針、第⼀期ロードマップ期間の取組成果、今後の計画、指標と⽬標、留意事項を⽰す。 

（１）モニタリング調査による⽣育状況等の把握 
（２）⽣育環境改善 
（３）域外保全・野⽣復帰技術確⽴ 
（４）盗掘防⽌・普及啓発・活⽤ 
（５）連携の確保 

各取組は、⽣育地毎に主体機関が役割分担し、連携を図りつつ実施する。 

 

（１）モニタリング調査による⽣育状況等の把握 

【基本⽅針】 

・各⽣育地で個体数の経年推移の傾向を把握するために、⽣育地を攪乱せずに離れた場

所からでも確認でき、成熟個体の指標となる開花数を記録することとし、⽣育地毎に

モニタリング調査⽅法・範囲を設定する。なお、過去のデータの継続性についても配

慮する。 

・全ての⽣育地で⽣育地内の開花数をくまなくモニタリング調査することは困難であ

るため、⽣育地内の本種の経年推移の傾向をとらえられるように調査範囲を設定する。

また、⽣育域において⼀時的に⼩規模な⽣育地の消⻑があることは珍しくなく、詳細

な推移まで把握する必要性は低いため、⼩規模な⽣育地は原則として継続的なモニタ

リング調査の対象とはしない。 

・毎年のモニタリング調査が、作業コスト及び⽣育地周辺の攪乱防⽌の観点から困難で

ある場合においては、優先度を整理した上で隔年で調査を実施する⽣育地を設ける。 

・個体数の評価にあたっては、調査⽅法が統⼀された 2026（令和８）年を基準年とし

て、各⽣育地の開花数の経年推移の傾向を総合的に判断することとし、①礼⽂島全体、

②積極的な⽣育環境改善の取組を実施している⽣育地、③⾃然状態で維持され⽣育環

境改善の取組は積極的に実施していない⽣育地、において評価する。 

・固定⽅形区における調査は、過去のデータの継続性を踏まえつつ、主要な⽣育地の個

体群構造を把握することや、⽣育環境改善などの各種取組の成果を確認することなど

の⽬的を整理・明確化して実施する。 
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【第⼀期ロードマップ期間の取組成果】 

・第⼀期ロードマップ期間には、北部の⽣育地を中⼼に毎年開花数等の調査を実施し、

⽣育地毎の開花数等とその推移を把握した。鉄府保護区や船泊保護区では、固定⽅形

区で個体群構造や植⽣の調査を継続的に実施した。⽣育環境改善を実施した⽣育地で

は、開花数の変化等について調査した。 

【今後の計画】 

・主要な⽣育地においてモニタリング調査を実施する。 

【指標と⽬標】 

・⾏為⽬標：主要な⽣育地で開花数の経年推移の傾向を把握する。 

・成果⽬標：対象⽣育地の開花数の経年推移の傾向、主要な⽣育地の更新状況、周辺植

⽣の多様性等の変化状況、各取組の効果。 

【留意事項】 

・調査時に⽣育地へ⽴ち⼊ることにより踏みつけによる攪乱が懸念されることから、双

眼鏡等を⽤いて離れた場所からの調査を基本とし、やむを得ず⽣育地内に⽴ち⼊って

調査する場合にも⼤⼈数による集中的な⼊り込みは避ける。必要最低限の歩⾏ルート

を確保した上で、本種を踏みつけないよう注意する。特に無花個体や幼苗・実⽣はそ

の存在に気付きにくいため、細⼼の注意を払う。 

・調査位置等を⽰す標識を設置する場合は、⾃然景観に配慮するとともに、調査時の混

乱を避けるために不要な標識、持ち主不明の標識は関係者で確認の上撤去する。 

・⾮公開の⽣育地においては、⽣育地や個体の位置が容易に特定されないよう、調査の

時間帯、歩⾏ルート、標識等について⼗分注意する。また、調査にあたっては、調査

実施者であることが明らかとなるよう制服や腕章等を着⽤の上実施する。 

 

（２）⽣育環境改善 

【基本⽅針】 

・本種は適湿で⽔はけの良い⼟壌で、開花頃までは⼗分に光が当たりその後は半⽇陰に

なるような場所を好む。そのため、ササや⾼茎草本等を除去し、好適な環境となるよ

うに⽣育環境改善を⾏うことで個体群を維持・回復する。 
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・⽣育環境改善を実施する場所は、⾼茎草本やササの繁茂が本種の衰退の原因であると

推察される場所であって、⼟壌に適度な湿り気がある場所を選定する。 

・実施場所は、⼤きな改善効果が⾒込まれる場所や、アプローチしやすく作業コストが

抑えられ、利⽤⾯の効果が⼤きい場所を優先する。 

【第⼀期ロードマップ期間の取組成果】 

・第⼀期ロードマップ期間には、⼀部の⽣育地で⽣育環境改善のためのササや⾼茎草本

等の刈り払いなどを⾏った。⽣育環境改善のための作業は基本的に年１回程度実施し、

対象⾯積は約 1.1ha で、鉄府保護区（ササ群落部分）、鉄府群⽣地、鉄府群⽣地向か

い側、船泊保護区、⼤備海岸では開花数の増加がみられた。 

 

図 2 ⽣育環境改善による茎数の変化例（鉄府保護区） 

鉄府保護区のササ刈り区の茎数の推移（５区平均） 

 

 

 

 

 

 

※開花茎数及び⾮開花茎数を合わせた茎数の推移を表している。 

【今後の計画】 

・⼀部の⽣育地において⽣育環境改善のための刈り払いを実施する。 

・作業コストなどの制約が⽣じた場合には、実施場所の優先度（改善効果の期待度、実

施のしやすさ、利⽤⾯の効果に基づく総合的な評価）を踏まえて実施する。 

【指標と⽬標】 

・⾏為⽬標：計画⾯積約 1.0ha の範囲内について⽣育環境改善のための刈り払いを継続

する。 

・成果⽬標：実施した⽣育地で開花数を増加⼜は維持する。 

0

50

100

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年

茎
数

ササ刈り開始からの年数

鉄府保護区ササ刈り区の個体数の推移（5区平均）
・ササの刈り払いを 2012（平成 24）年に
まとまった範囲で実施（6 年⽬まで毎年、そ
の後は 3 年おき程度）。 
・実施後 6 年⽬程度までは⼤きな増加が⾒
られたが、その後は茎数を維持した状態とな
っている。 
・場所によっても増加量に⼤きな差があり、
効果が異なっている（縦の線は標準偏差）。 
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【留意事項】 

・⽣育環境改善は他の植物にも影響を与える⾏為であり、刈り払いだけでは開花数の維

持、改善がみられない場合もあることから、⽣育環境改善及びその他の要因に伴う植

⽣の変化や本種の出現状況に応じて、場所・規模の変更や管理の頻度を変えるなど順

応的に⾏う。 

・斜⾯では作業中の怪我等に⼗分気を付け、周辺状況に注意しながら⾏う。 

 

（３）域外保全・野⽣復帰技術確⽴ 

【基本⽅針】 

・第⼀期ロードマップ期間の⽣育環境改善の取組が功を奏していること、新たな⽣育地

の確認やその他⽣育地の詳細把握により本種の開花数は増加した。よって、本格的な

野⽣復帰（補強⼜は再導⼊等）は喫緊に必要な状況ではないが、何らかの影響で本種

が急激に減少し、野⽣復帰が必要な状況になった場合に備えて技術確⽴を⽬指す。 

・南部と北部の個体群の遺伝的分化を考慮し、北部由来株については培養センター付属

の⾼⼭植物園にて、南部由来株については北のカナリアパークの花壇及び⼀部の過去

の⽣育地にて管理・育成する。 

・培養センターでは、こぼれ種と思われる個体が多数存在する。受粉した花粉は、北部

⼜は無菌培養株のいずれであるのか明確ではないことから、遺伝的多様性を考慮し、

明確に区別した栽培管理を⾏うこととする。 

【第⼀期ロードマップ期間の取組成果】 

・第⼀期ロードマップ期間には、培養センターにて共⽣菌培養による培養株（以下「共

⽣菌培養株」という。）の増殖を⾏い、年間 100〜300 株程度の共⽣菌培養苗を鉢上

げした。培養センター付属の⾼⼭植物園内にて、北部由来の無菌培養株及び共⽣菌培

養株を育成し、約 400 株を同植物園内圃場に植栽した。 

・2019（令和元）年から北のカナリアパークの花壇において南部由来株を植栽した。ま

た、2023（令和５）年から⼀部の過去の⽣育地において南部由来株の野⽣復帰試験6

 

6 ⽣育域外におかれた個体を⾃然の⽣育地（過去の⽣育地を含む）に戻し、定着させる試験のことを指

し、具体的には播種試験及び植え戻し試験が含まれる。 
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を開始した。 

・第⼀期ロードマップ期間には、播種試験や培養株の植え戻し試験を実施した。モニタ

リングの結果、船泊保護区では、６年⽬には開花株が確認され、個体数も増加した。

鉄府保護区（ササ草原部分）では、播種試験を⾏ったが、発芽は⾒られなかった。 

【今後の計画】 

・共⽣菌培養株の栽培技術の維持向上のために、共⽣菌培養株の⽣産を維持する。 

・野⽣復帰技術の確⽴のために、域内個体群への影響を考慮しつつ、過去の⽣育地等に

おいて植え戻し試験を実施する。 

・野⽣復帰技術の確⽴のために、域内個体群への影響を考慮しつつ、播種試験の必要性

について検討・実施する。 

【指標と⽬標】 

・⾏為⽬標：培養株の⽣産体制を維持する。野⽣復帰試験を継続する。 

・成果⽬標：北部と南部それぞれ年間 100 株の鉢上げ、北部と南部それぞれ年間 50 株

の植栽⼜は植え戻し試験をする。野⽣復帰試験により個体数が増加する。 

【留意事項】 

・野⽣復帰試験にあたっては、管理可能な⼩規模で⾏い、定期的なモニタリング調査に

より、活着状況や周囲の異常の有無等を確認する等慎重に進める。 

・植え戻し試験の定期的なモニタリング調査は、当該個体が⼗分に活着し、周囲にも異

常がないことが確認された場合に終了する。 

・当該個体及び当該個体に由来する種⼦・実⽣が成⻑した個体は、⾃⽣株と同様のもの

として取り扱うが、今後も植え戻した個体が周囲の環境に及ぼす影響については注視

する。 

・野⽣復帰試験において、域内個体群への悪影響に⼗分注意し、悪影響がみられた場合

には中⽌する。 

 

（４）盗掘防⽌・普及啓発・活⽤ 

【基本⽅針】 

・盗掘防⽌のために監視カメラの設置、監視員等による巡視を継続する。 
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・適正な野⽣⽣物観光などへの利活⽤や普及啓発等を通じて、関係機関・団体、さらに

地元住⺠や観光客等に幅広く理解を深める。 

【第⼀期ロードマップ期間の取組成果】 

・監視員等による巡視を主に開花時期に実施し、鉄府群⽣地、鉄府群⽣地向かい側及び

⼤備海岸等には監視カメラを設置した。 

・昭和末期に 2,000 件以上確認されていた盗掘は、2015（平成 27）年に盗掘痕が確認

されて以降は確認されなかった。 

・礼⽂町では、2011（平成 23）年から 1,000 円以上の寄付でピンバッジをプレゼント

するリボンプロジェクトを開始した。ふるさと納税においても「⾃然保護、環境保全」

を運⽤⽬的とする寄付が増加した。寄付については保全のための環境整備などに再投

資されている。 

・礼⽂町では、地域の⼩・中・⾼校⽣に向けた実習や出前授業を実施した。 

・2024（令和６）年から鉄府保護区で⽣育環境改善の取組を礼⽂⾼校の授業の⼀環とし

て環境省等と連携して実施した。 

・礼⽂町では、2023（令和５）年に鉄府群⽣地向かい側に展望エリアを整備、2025（令

和７）年に⼤備海岸の⼀部を整備し、⼀般公開した。 

・礼⽂町では、「アツモリ感謝祭」「礼⽂島⾃然環境シンポジウム」などの周知イベン

トを実施した。 

【今後の計画】 

・盗掘対策については、巡視などの既存の取組を継続する。 

・普及啓発については、既存の取組を継続し、島内の学校等との連携の強化・拡充を図

るとともに、地域住⺠に理解、協⼒、積極的な参画を求めるための環境学習等を推進

する。また、島外からの来訪者にも本種の⽣活史や貴重性、保全の取組について周知

を図るとともにマナーの啓発を推進する。 

・⼀般公開している⽣育地では、利⽤による本種及び周辺植⽣への負荷が発⽣しないよ

うに配慮しつつ、地域の魅⼒の⼀つとして野⽣⽣物観光等に活⽤する。 

【指標と⽬標】 

・⾏為⽬標：盗掘対策の巡視などを継続する。既存の普及啓発・利活⽤の取組を維持す
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る。 

・成果⽬標：盗掘発⽣件数０を維持する。取組の認知度・利⽤者満⾜度を上昇させる。

取組への参加者数・基⾦等を維持する。 

【留意事項】 

・普及啓発の実施に際しては、盗掘を誘発しないよう解説の仕⽅や情報管理など細⼼の

注意を払って実施する。 

 

（５）連携の確保 

【基本⽅針】 

・保護増殖事業の推進には、様々な主体の理解と協⼒が不可⽋であり、直接関わる主体

機関だけではなく、本種の保護増殖に関わる監視員、活動団体、ボランティア等にも

考え⽅を浸透させ、多様な主体による保全を⾏う。 

・地域で活動する個⼈・団体や島外の⽀援者と連携する仕組を検討し、将来的には多様

な主体が関わりながら本種を守る体制を⽬指す。 

・保護増殖事業の推進においては科学的知⾒が必要であるため、保護増殖検討会の開催

や専⾨家等への意⾒聴取等を通じて取組を適切に推進する。 

【第⼀期計画期間の取組成果】 

・主体機関の合同会議等を定期的に開催し、情報の共有と取組の連携について協議した。 

・2023（令和５）年度から公開で検討会を⾏い、多様な主体の参画を視野に「⾒せて守

る」「みんなで守る」という新たな⽅針を⽴てた。 

・2023（令和５）年度に「レブンアツモリソウ保護増殖ロードマップ（改訂版）」の公

開版を公表した。 

・レブンアツモリソウ保護増殖ワーキンググループやレブンアツモリソウ保護増殖検

討会を開催し、科学的知⾒に基づく助⾔を得ながら取組を実施した。 

【今後の計画】 

・主体機関が参加する会議を定期的に開催し、情報の共有と取組の連携について協議す

る。 

・（４）盗掘防⽌・普及啓発・活⽤に記載のとおり、礼⽂⾼校やパークボランティアな
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どと連携した既存の取組を継続し、島内外の個⼈・団体等との連携の強化・拡充を図

る。 

・保護増殖検討会を開催し、科学的知⾒に基づく助⾔を得ながら取組を実施する。 

【指標と⽬標】 

・⾏為⽬標：科学的知⾒に基づく助⾔を得ながら取組を実施する。 

・成果⽬標：取組への参加者数を維持・上昇する。保護増殖検討会の開催回数を維持す

る。 

【留意事項） 

・特になし  
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５．全体のスケジュール（ロードマップ） 

 本計画内容をまとめたロードマップを以下に⽰した。５年を⽬処に個体数の増減や実

施項⽬の達成度の評価を⾏い、必要に応じて計画の⾒直しを⾏う。 

 1年⽬ 2年⽬ 3年⽬ 4年⽬ 5年⽬ 6年⽬〜10年⽬
R08 R09 R10 R11 R12 R13〜R18

⽣育環境改善の取組を実施している⽣育地

鉄府保護区（ササ草原部分） 中規模 環境省

鉄府群⽣地 ⼤規模 林野庁・礼⽂町

鉄府群⽣地向かい側 ⼤規模 礼⽂町

船泊保護区 中規模 環境省

⼤備海岸 ⼤規模 環境省・礼⽂町

⽣育地A 中規模 環境省

鉄府保護区（⾃然草原部分） ⼤規模 環境省

鉄府保護林（群⽣地以外） ⼤規模 林野庁

⽣育地B ⼤規模 環境省

⽣育地C 中規模 環境省

⽣育地F ⼩規模 環境省

⽣育地H ⼤規模 林野庁

⽣育地J 中規模 林野庁

礼⽂町

環境省
林野庁
礼⽂町

環境省
林野庁
礼⽂町

環境省
林野庁
礼⽂町

中間評価・次期計画策定

⽣育環境改善の取組を実施していない⽣育地

南
部

状況に応じて⽣育地環境改善の取組を検討する⽣育地

域外保全・野⽣復帰技術確⽴

盗掘防⽌・普及啓発・活⽤

連携の確保

分類
⽣育
規模

主な実施主体

北
部

⽣育環境改善の取組を実施していない⽣育地

状況に応じて⽣育地環境改善の取組を検討する⽣育地

推移を把握するのみで取組（対策）は講じない⽣育地

◯開花数の経年推移の傾向を把握するため、開花数を毎年記録する
◯個体群構造把握、植⽣把握、⽣育環境改善効果検証のため、⽅形区調査を実施する

◯開花数の経年推移の傾向を把握するため、開花数を毎年記録する
◯⾃然状態での個体群構造を把握するため、⽅形区調査を実施する

◯共⽣菌培養株の栽培技術の維持向上のために、共⽣菌培養株の⽣産を維持する
◯野⽣復帰技術の確⽴のために、域内個体群への影響を考慮しつつ、かつての⾃⽣地等において

植え戻し試験を検討・実施する
◯野⽣復帰技術の確⽴のために、域内個体群への影響を考慮しつつ、播種試験を検討・実施する

◯盗掘対策については、監視カメラの設置、監視員等による巡視を継続する
◯普及啓発については既存の取組を継続し、島内の学校等との連携の強化・拡充を図るとともに、

地域住⺠に理解、協⼒、積極的な参画を求めるための環境学習等を推進する
◯島外からの来訪者にも本種の⽣活史や貴重性、保全の取組について周知を図るとともにマナーの

啓発を推進する
◯⼀般公開している⽣育地では、利⽤による負荷に配慮しつつ、地域の魅⼒の⼀つとして

野⽣⽣物観光等に活⽤する

◯主体機関が参加する会議を定期的に開催し、情報の共有と取組の連携について協議する
◯礼⽂⾼校やパークボランティアなどと連携した既存の取組を継続し、島内外の個⼈・団体等との

連携の強化・拡充を図る
◯保護増殖検討会を開催し、科学的知⾒に基づく助⾔を得ながら取組を実施する

◯中間評価 ◯次期ロード
マップ検討

◯ロードマップ
公開版の策定

◯ササや⾼茎草本等を除去し、好適な環境となるように⽣育環境改善を実施する

◯開花数の経年推移の傾向を把握するため、開花数を毎年記録する

◯ササや⾼茎草本等を除去し、好適な環境となるように⽣育環境改善を実施する

◯開花数の経年推移の傾向を把握するため、開花数を毎年記録する
◯ササや⾼茎草本等を除去し、好適な環境となるように⽣育環境改善を実施する

◯開花数の経年推移の傾向を把握するため、開花数を毎年記録する
◯個体群構造把握、植⽣把握、⽣育環境改善効果検証のため、⽅形区調査を実施する

◯⾼茎草本等を除去し、好適な環境となるように⽣育環境改善を実施する

◯開花数の経年推移の傾向を把握するため、開花数を毎年記録する
◯個体群構造把握のため⽅形区調査を実施する

◯開花数の経年推移の傾向を把握するため、開花数を毎年記録する

◯⾼茎草本等を除去し、好適な環境となるように⽣育環境改善を実施する

◯開花数の経年推移の傾向を把握するために、開花数を毎年記録する

◯開花数の経年推移の傾向を把握するために、開花数を毎年記録する

◯開花数の経年推移の傾向を把握するために、開花数を毎年記録する

◯開花数の経年推移の傾向を把握するため、開花数を毎年記録する
◯⾃然状態での個体群構造を把握するため、⽅形区調査を実施する

◯開花数の経年推移の傾向を把握するため、開花数を毎年記録する

◯開花数の経年推移の傾向を把握するため、開花数を毎年記録する

◯⾼茎草本等を除去し、好適な環境となるように⽣育環境改善を実施する



レブンアツモリソウ保護増殖検討会設置要領

１．目 的 

絶滅のおそれのある種の保存など野生生物の保護対策を適切に推進していく

ためには、科学的な知見に基づきその保護対策を検討することが必要である。 

このため、レブンアツモリソウの生育状況や生育地の現状の的確な評価、生

育地の保護や保護増殖のあり方などについて生物学的な観点から検討するため、

レブンアツモリソウ保護増殖検討会（以下「検討会」という。）を開催するも

のである。 

２．構 成 

（１）検討会は、レブンアツモリソウの保護増殖に関する専門家等で北海道地方

環境事務所長が依頼した検討委員をもって構成する。 

（２）検討委員の任期は１年とするが、必要に応じて更新することは妨げない。

（３）検討会において、特別な事項に関する検討を必要とする場合には、臨時検

討委員を置くことができるものとする。また、必要に応じ、検討事項に関係

のある者を座長の了解を得た上でオブザーバーとして出席させることができ

るものとする。 

（４）検討会において、特に集中的な検討を必要する場合には、検討会の下に、

ワーキンググループを置くことができるものとする。

３．検討事項 

検討会の検討事項は、次のとおりとする。 

（１）レブンアツモリソウの生育状況、生育地の現状の評価及び緊急時における

円滑な対応に関する事項 

（２）生育地の保護や保護増殖のあり方などレブンアツモリソウの保護対策の検

討に必要な事項 

（３）その他検討会の目的を達成するために必要な事項

４．座 長 

（１）検討会には座長を置く。

参考資料１ 



（２）座長は、検討委員の互選によってこれを定める。

（３）座長は、検討会の議事運営に当たる。

（４）座長に事故がある時には、座長があらかじめ指名する検討委員がその職務

を代行する。 

５．庶 務 

検討会の庶務は、北海道地方環境事務所において行う。 

附 則 

この設置要領は、平成26年２月３日から施行する。 



レブンアツモリソウ保護増殖ロードマップ

公開版 

令和５年 10 月 

環境省北海道地方環境事務所 

林野庁北海道森林管理局 

礼 文 町 

※レブンアツモリソウ保護増殖ロードマップ改定版（令和４年４月）から作成
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１．背 景  

レブンアツモリソウ（Cypripedium macranthos var. rebunense）は、北海道

の礼文島にのみ分布するラン科の多年草で、環境省レッドリスト 2020 では絶滅

危惧 IB 類に選定されている。主な生育地は、礼文島沿岸地域の適湿～やや乾性

の明るい草原で、５月下旬～６月下旬に淡黄白（クリーム）色の大きく優美な花

をつける。 

かつては礼文島の広範囲に分布していたとされているが、園芸的価値が高いこ

とから過度に採集された。その結果、大群落は礼文島北部の鉄府保護区及び船泊

保護区、礼文島南部に限定され、その他に小規模な群落が点在していることを確

認している。 

2021（令和３）年の調査によれば、一部の生育地において『レブンアツモリソ

ウ保護増殖ロードマップ』（以下、ロードマップという。）に基づいた生育環境改

善が功を奏していること、新たな生育地の確認やその他生育地の詳細把握により、

各生育地で確認されている開花数の合計は約 5,400 となり、ロードマップ策定時

（2016(平成 28)年）の約 3,000 からほぼ倍となっている。 

本種の保護増殖の取組みは 1980 年代に礼文町が群生地に立入防止柵を設置し

たところから始まった。1986（昭和 61）年には礼文町高山植物培養センター

（以下、培養センターという。）が設置され、本種の保護増殖のための技術研究

が行われるようになった。 

1994（平成６）年には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する

法律」に基づく特定国内希少野生動植物種に指定、1996（平成８）年６月には保

護増殖事業計画を環境庁（当時）及び林野庁が策定し、同年８月には礼文町が保

護増殖事業計画の確認を受けている。以後、環境省、林野庁及び礼文町が中心と

なって、有識者からの科学的助言を受けながら、レブンアツモリソウの保護増殖

に係る各種取組みを進めてきた。 

1980 年代から 90 年代に生育数が減少した主な要因は盗掘であった。盗掘防止

のため、群生地に立入防止柵や監視カメラを設置するとともに監視員を配置し、

マナー啓発の継続等に取り組んだ結果、大規模な盗掘は発生していない。一方、

鉄府や船泊の保護区における個体群動態調査から、ササや高茎草本の被陰により

生育数が減少傾向にあることが明らかになり、生育状況改善の必要性が示唆され

た。 

 

そうした状況をふまえ、2005（平成 17）年から 2013（平成 25）年にかけて、

森林総合研究所を中心とした研究者のチームにより本種の保全や自生地復元に関
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する調査研究が行われた1。その結果、本種の繁殖生態や好適環境の解明、個体

群動態調査、遺伝的多様性の解析、培養技術の確立と再導入（植え戻し）試験、

生育地の環境改善手法の検討、保全に関する社会意識調査など、様々な科学的知

見が得られ、「絶滅危惧種の自生地復元のための注意ポイント～レブンアツモリ

ソウの研究を例に～」等にまとめられた。 

これらの調査研究成果をふまえ、環境省、林野庁及び礼文町は、生育環境改善

の取組みや共生菌を用いて培養した人工培養株の生育地での活着試験等、積極的

な保護増殖の取組みを計画的に進めるため、計画期間を 10 年間とするロードマ

ップを 2016（平成 28）年 11 月に策定し、ササ・高茎草本の刈払いやリターの除

去等の生育環境改善を軸にした各種取組みを推進している。 

2020 年（令和２年）には、レブンアツモリソウ保護増殖検討会においてロー

ドマップ策定後５年間の取組み状況及び本種の生育状況についての中間評価を行

い、ほとんどの自生地において目標達成との評価結果を得た。一方、本種の生育

数が回復した一部の自生地ではモニタリングにより本種への踏圧の懸念が生じて

いることや共生菌培養株を用いた野生復帰を今後どのように進めていくかといっ

た課題も挙げられ、中間評価結果をふまえた順応的な対策実施に向けたロードマ

ップの改定の必要性が確認された。 

以上のことから、これまでに得られた成果をふまえたロードマップの改定を行

い、効果的かつ計画的な取組みを推進し、新たに設定された中間目標の達成を目

指す必要がある。 

 
 
 
   

 
1 環境省公害防止等試験研究費「レブンアツモリソウをモデルとした特定国内希少動植物種

の保全に関する研究（平成 17～20 年度）」及び同「レブンアツモリソウをモデルとした

人を含む在来生態系と共生できる絶滅危惧種自生地の復元技術の研究（平成 21～25 年

度）」 
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２．目的及び目標 

（目  的） 

盗掘が減り、これまでの保護増殖事業及び調査研究においてすすめられた人

為介入により生育状況は改善しつつある。しかし、依然絶滅の危機を脱してお

らず、より積極的な人為介入の継続が必要である。 

ロードマップの計画期間においては、引き続き「本種が自然状態で安定的に存

続できる状態とすること」を長期目標とし、地区ごとに設定している管理計画や

取組みの基本的な考え方・手法等に基づき、新たに設定する中間目標の達成に向

け、本種の保護増殖事業を計画的かつ効果的に展開していくことを目的とする。 

 

（長期目標） 

本種が自然状態で安定的に存続できる状態とすること。 

 

○長期目標のイメージ 

① 各生育地2間で種子や花粉が媒介され、生育域3全体で安定的に存続している状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 各生育地内では、様々な世代の個体があり、更新が持続的に行われている状態 

 

 

 

 

 

 
2 「生育地」とは、「本種が生育している場所」を指す。 
3 「生育域」とは、「すべての生育地を含む一定の広がりをもった範囲」を指す。 

生育地 

（保護区） 

生育地 
生育地 

（保護区） 

生育地 

生育地 

生育域 

種子 

種子 

花粉 種子 

種子 花粉 花粉 

花粉 
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（中間目標） 

（１）礼文島北部群生地（鉄府保護区・レブンアツモリソウ群生地
4・レブンアツモリソウ群生地向かい・船泊保護区5 

現  状 かつてから大群落として知られている。盗掘を防ぐため立入

防止柵が設置され、監視活動が行われており、盗掘はなくなっ

た。しかし、高茎草本やササ等の繁茂により、本種の生育数は

減少傾向にある。このため、一部区域の刈払いを行ったところ

では回復傾向がみられるが、全体としては依然として減少傾向

にある。 

中間目標 生育環境の改善により、個体数の維持・回復を図る。 

 

（２）礼文島北部群生地以外の生育地 

現  状 ＜礼文島北部＞ 

開花数で 100 を超える大規模な群落が数か所確認されてい

る。また、開花数が 100 未満の小規模な群落も点在している。

しかし、これらの群落の個体群変動について、定量的に把握で

きていない。 

＜礼文島南部＞ 

礼文島南部の風衝草原地帯を中心に関係行政機関間の情報共

有やドローン等を用いた調査の進展により、大群落と付随する

中・小規模な群落が新たに確認されている。一方で、その開花

数や個体群変動は定量的には把握されていない。 

中間目標 開花期の開花数を軸に継続的に分布の実態を把握し、状況に

応じて生育地を維持するための対策を講じる。 

 
4 「レブンアツモリソウ群生地」は、鉄府保護区に隣接した本種の群生地で、本種を鑑賞する

ための歩道、木道や柵等が設置された場所を指す。 
5 「鉄府保護区」、「船泊保護区」は、立入防止柵で囲われた本種の群生地を指す。 
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（３）過去の生育地（詳細不明な生育地を含む） 

現  状 既存の文献調査や聞き取り調査の結果等から、礼文島全体の

生育範囲や規模の概況把握を行っている。また、かつての自生

地（詳細不明の生育地を含む。）及びその周辺地域のうち、レ

ブンアツモリソウの生育適地6において、試行的に種子または

共生菌培養株を用いた域内保全技術の確立に向けた取組みを進

める旨の方針が 2021（令和３）年度に確認されている。 

中間目標 過去の生育地（詳細不明な生育地を含む。）に関する情報収

集に努める。また、過去の自生地及びその周辺の生育適地にお

いて、種子または共生菌培養株を用いた域内保全技術の確立に

向けた取組みを検討・試行する。 

 

 
6 本種の種子発芽や実生定着がスムーズに進むセーフサイトとして、狭葉性・中型のイネ科や

カヤツリグサ科草本やコケ植物、わい性の低木類等がマット状に覆い、地表の湿度や温度、

光条件が適切に確保されている立地が想定される。 
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３．地区ごとの管理計画 

新たな中間目標の達成に向け、計画期間の最終年（2025（令和７）年）を目標

とした地区ごとの管理計画を中間評価実施結果もふまえて以下に整理した。各取

組みは、環境省所管地は環境省、国有林野は林野庁、町有地は礼文町が行うこと

を基本とする。これ以外の局所的な生育地や過去の生育地（詳細不明な生育地を

含む。）に関する情報収集と長期目標の達成に向けた各種検討は、関係機関が連

携して行う。なお、本種の生育地一覧及び位置図は表．１、図．１、各生育地の

取組みは、表．２から表．５のとおり。 

 

 また、各取組みを行う際の基本的な考え方や手法、留意事項等は、「４．各取

組みの実施にあたっての基本的考え方等」にまとめた。
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表．１ レブンアツモリソウ生育地一覧 

※2021（令和３）年度調査結果

概要
開花数・株

数

現在の分布状況 （開花数）

① 鉄府保護区

1982（昭和57）年に礼文町が木柵を設置し、立ち入りを
禁止。国有未開地部分約4.5haは、2006（平成18）年に
環境省に所管替えされた。

2,972

② ｢アツモリソウ群生地｣

毎年5～7月に遊歩道が開放され、観光客がレブンアツモ
リソウを観察出来る。2011（平成23）年にはバリアフリー
木道が開設された。現在、減少傾向。

156

③ ｢アツモリソウ群生地｣向かい側

アツモリソウ群生地から町道を挟んで向かい側の斜面。
植生管理により増加傾向にあり、斜面近くの広場や逆斜
面にも生育を確認。

450

④ 船泊保護区

1998（平成10）年に国有未開地約1.7haが環境省に所管
替えされた。木柵を設置し、立入禁止措置を実施。増加
傾向にある

57

個体数は全体的に増～微増傾向にある。
450

開花総数は、確認される範囲で約1,200となっている。
1,200

開花数が100未満の比較的小規模な生育地。
140

開花数総計 5,425

北部・大規模生育地

南部・大規模生育地

北部・南部小規模生育地

番号・名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図．１ レブンアツモリソウ生育地２次メッシュ（10 ㎞×10 ㎞のメッシュ）図       

（環境アセスメントデータベース EADAS（環境省 HP）より作成）

：レブンアツモリソウ生育地 
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（１）礼文島北部群生地 

（中間目標）生育環境の改善等により、個体数の維持・回復を図る。 
 
① 鉄府保護区（環境省鉄府所管地・国有林野） 

【現状】 
・ロードマップ策定時は約 2,700 の開花数が確認されていた大群落だが、ラ

ジコンヘリを用いた同様の調査手法による開花数の調査が行えていないた

め、現在の総数は把握できていない。ただし、永久方形区及びモニタリン

グプロットの調査結果等から、生育数は減少傾向にあり、分布域も縮小傾

向にあることが示唆されている。 
・2021（令和３）年度の林野庁のモニタリングプロット調査での開花数は 27、

環境省の刈払い試験地内の開花数は 72 であった。 
・高茎草本やササの繁茂が目立ち、本種の生育を妨げている。 
・高茎草本等の刈払い、リターの除去を行っている一部区域では、本種の回

復傾向がみられるほか、海岸沿いの区域では良好な生育状況にあることが

確認されている。 
・鉄府保護区全体の開花数の調査が行えていない。 
・高茎草本等の刈払い、リターの除去を行っている一部区域で効果的かつ効

率的な維持・管理手法が確立できていない。 
 

② 「レブンアツモリソウ群生地」（国有林野・町有地） 

【現状】 
・ロードマップ策定時の開花数は約 200 である。 
・遊歩道沿いは減少傾向にあり、2021（令和３）年の開花数は 16 である。ま

た、礼文町により刈払いが行われている木道奥の開花数は 140 である。 
・大きく成長してきたトドマツによる被陰の影響もあると考えられることか

ら、2018（平成 30）年度にトドマツの枝打ち、ササの刈払い及びリターの

除去を行った。 
・2021（令和３）年度時点で、効果測定のため設置した９箇所の方形プロッ

ト内には、レブンアツモリソウは確認されていないが、トドマツ林下歩道

沿いで新規開花株が１つ確認された。 

・遊歩道南東側に新たに整備したバリアフリー木道周辺には、過去の道路工

事で出現した株を礼文町が移植しており、定着している。 

・ロードマップ策定後、カラフトアツモリソウ及びその交雑個体は確認され

ていない。 

・本区域は、生物群集保護林及び土砂流出防備保安林に指定されていること

から、原則として、自然の推移に委ねることとし、必要に応じて保安林の
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機能維持に影響を与えない範囲で本種の生育環境の改善を行う。 

・駐車場脇のササ・高茎草本が繁茂する国有未開地にレブンアツモリソウの

開花個体が確認されたことから、生育環境の改善として 2020（令和２）年

度より礼文町にてササ・高茎草本の刈払い、リターの除去を実施している。

2021（令和３）年度の開花数は 33 である。 

 
③ 「レブンアツモリソウ群生地」向かい側（町有地） 

【現状】 

・ロードマップ策定時の開花数は約 100 であったが、環境省による高茎草本

の刈払いにより開花数が大幅に増加し、2021（令和３）年度の開花数は約

450 となっている。「群生地」の道路向かいにあり、②の群生地が衰退して

いることや、当該箇所の開花期が群生地より遅いことから、群生地と一体

となった観光利用がなされている。 

・群生地と一体的な利用を図るため礼文町で土地を取得し、観光活用も前提

とした整備が 2022（令和４）年度に行なわれ、2023（令和５）年度より一

般公開している。 

・開花期以外は立入りを規制し、柵や巡視による盗掘防止対策を実施する。 

 
④ 船泊保護区（環境省所管地） 

【現状】 
・開花数は 2011（平成 23）年度で約 180 であり、2021（令和３）年度は調査

ルートからの目視調査の結果 57 であった。 

・生育数は、高茎草本等の刈払いを行った箇所を中心に着実に回復傾向がみ

られるが、植生管理を行っていない箇所は、衰退傾向にある。 

・本種の回復により、モニタリング調査における実生や幼苗の踏みつけ等の

リスクが高まっており、リスクがないモニタリング手法へ移行する必要が

ある。 

・急傾斜地であり、植生管理を継続実施していくにはコストがかかるため効

果的かつ効率的な方法や頻度を模索する必要がある。 

・アツモリソウ（Cypripedium macranthos var. speciosum）が生育している。

国内希少野生動植物種に指定されているランであり、レブンアツモリソウ

と同所的に生育していることから、引き続きその動態を注視していく。 
 
（２）礼文島北部群生地以外の生育地 

（中間目標）開花期の開花数のカウントを軸に生育状況を継続的に把握し、状況

に応じて生育地を維持するための対策を講じる。 

 

ⅰ）大規模生育地（開花数 100 以上の生育地） 
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＜礼文島北部＞ 

【現状】 

・礼文島北部の大規模生育地の開花総数は、約 450 となっている。 

・開花数は増加、微増傾向にある。 

 

＜礼文島南部＞ 

【現状】 

・礼文島南部の大規模生育地の開花総数は、確認される範囲で約 1,200 とな

っている。 

・本種以外にも多様な植物が生育する自然植生が保たれているが、オニシモ

ツケやササ群落の拡大が確認されている場所もある。 

・2016（平成 28）年に礼文町が実施したササの刈払いにより、2021（令和

３）年には開花数が０から３に増加している。 

 

ii）小規模生育地（開花数 100 未満の生育地） 

＜礼文島北部・南部＞ 

【現状】 

・各箇所とも、開花数が 100 未満の比較的小規模な生育地で、２個体から 80 

個体の生育地である。全体の開花数は 140 ある。 

 

 

（３）過去の生育地（詳細不明の生育地を含む。） 

（中間目標）過去の生育地（詳細不明な生育地を含む。）に関する情報収集に努

める。また、過去の自生地及びその周辺の生育適地において、種子または共生菌

培養株を用いた域内保全技術の確立に向けた取組みを検討・試行する。 

 

＜詳細不明の生育地＞ 

【現状】 

・これまで知られていない生育地や新たに出現した生育地がある可能性があ

る。 

・2014（平成 26）年度まで生育情報があった箇所について、2021（令和３）

年度には現地確認できなかった。 

・過去に生育が確認されたいくつかの生育地では、標本も残されており、過

去に研究者が生育を確認しているが、近年の生育状況は把握できておらず、

消滅した可能性が示唆されている。



 

11 
 

  ・繁殖個体（開花株）の保全
  ・種子から実生に至る植生管理

取組み概要 実施者

ササや高茎草本の刈払い、リターの除去
環境省
林野庁

刈払いの成果や課題を踏まえ、より効率的に生育環境を維持ま
たは改善する手法の検討

環境省

減少傾向の遊歩道周辺での、生育環境改善（高茎草本の刈取
り、樹木の枝打ち等）
＊保護林及び天然記念物の管理並びに保安林の機能維持に留意
して実施

林野庁

駐車場脇の刈払い 礼文町

③「レブンアツモリソウ
群生地」向かい側

高茎草本やつる性植物等の除去 礼文町

効果的かつ効率的な生育環境改善の方法や頻度を検討・試行 環境省

高茎草本の刈払いやリターの除去 環境省

⑵
礼
文
島
北
部
群
生

地
以
外
の
生
育
地

北部群生地以外の生育地については、環境省や礼文町において、ササや高茎草本、つる性植物等の
除去を行っている。

②「レブンアツモリソウ
群生地」

④船泊保護区

①鉄府保護区

目的

管理地区

⑴
礼
文
島
北
部
群
生
地

表．２ レブンアツモリソウ生育地環境の改善に係る各生育地での取組み整理一覧表 
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①鉄府保護区 活着が確認された植え戻し個体（共生菌培養株）からの種子繁殖の方法に関する検討・試行 環境省

②「レブンアツモリソウ群生地」 ー ー

③「レブンアツモリソウ群生地」
向かい側

ー ー

④船泊保護区 活着が確認された植え戻し個体（共生菌培養株）からの種子繁殖の方法に関する検討・試行 環境省

＊レブンアツモリソウ生育地での取組みを整理したものです。

⑴
礼
文
島
北
部
群
生
地

⑵
礼
文
島
北
部
群
生
地

以
外
の
生
育
地

ー

目的   ・自然発芽を模した共生菌発芽による培養株（共生菌培養株）を用いた野生復帰

管理地区 取組み概要 実施者

表．３ レブンアツモリソウ野生復帰に係る各生育地での取組み整理一覧表 
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①鉄府保護区 ー ー ー

②「レブンアツモリソウ群生地」
カラフトアツモリソウの

増殖及び交雑の防止
カラフトアツモリソウ及びその交雑個体の出現状況の監視を継続し、これら個体が確認された場

合、カラフトアツモリソウについては除雄、交雑個体については除去を実施
林野庁

③「レブンアツモリソウ群生地」
向かい側

適正な観光活用の推進
レブンアツモリソウの生育に極力影響を与えず、適正な利用が推進されるよう整備を行うととも
に群生地も含めた鑑賞にかかるルール・マナーの周知を図る。

礼文町

④船泊保護区 ー ー ー

⑴
礼
文
島
北
部
群
生
地

⑵
礼
文
島
北
部
群
生
地

以
外
の
生
育
地

ー

目的管理地区 取組み概要 実施者

①鉄府保護区 マナー啓発を含む盗掘防止の取組みを実施
環境省
林野庁
礼文町

②「レブンアツモリソウ群生地」 監視員を配置し、マナー啓発を含む盗掘防止の取組みを実施
林野庁
礼文町

③「レブンアツモリソウ群生地」
向かい側

監視員や防犯カメラを配置し、マナー啓発を含む盗掘防止の取組みを実施 礼文町

④船泊保護区 立入防止柵の維持管理とあわせ、監視を実施 環境省

⑴
礼
文
島
北
部
群
生
地

⑵
礼
文
島
北
部
群
生
地

以
外
の
生
育
地

       北部群生地以外の生育地については、環境省、林野庁、礼文町で連携し、マナー啓発を含む盗掘防止の取組みなど、
   地域住民や来島者のレブンアツモリソウ保全の意識を高めるとともに、生育場所に応じた対応を行う。

目的   ・盗掘の防止

管理地区 取組み概要 実施者

表．４ レブンアツモリソウの盗掘防止に係る各生育地での取組み整理一覧表 

 

表．５ レブンアツモリソウに係るその他の取組み整理一覧表 

 



 

14 
 

 

４．各取組みの実施にあたっての基本的考え方等 

 

 各取組みを行う際の考え方や手法、留意事項等を以下にまとめた。 

 

（１）生育地における生育環境の改善 

中間目標達成に向け、引き続き生育地における生育環境の改善に取り組む。 

（背  景） 

レブンアツモリソウは、地すべりや沢の氾濫、土壌の凍結融解による斜面

の剥落等の攪乱により裸地ができた後に成立する草丈の低い亜高山草原内に

出現することが多い。しかし近年では、礼文島内での自然撹乱による定着適

地が減少していると推察される。また、礼文島で頻繁に起こっていた山火事

による撹乱が本種の生育に有利に働いていた可能性もある。 

群生地内においても、植生の遷移に伴った高茎草本やササ等の繁茂や樹木

の成長による被陰が生じており、これらが本種の衰退を招く一因であること

が明らかになってきた。さらに、過去に草刈りが行われていた場所では本種

の生育が確認されていたが、草刈りが行われなくなったために高茎草本やサ

サ等の侵入により消失した可能性があることから、人為的な管理行為が本種

の生育を助けていたと考えられる。 

実際に、鉄府保護区や船泊保護区におけるササや高茎草本の刈払いやリタ

ーの除去作業により、翌春には複数の個体が確認でき、数年後には茎数の増

加や開花がみられるなど、生育環境改善の有効性は明らかとなっている。 

 

（実施する内容） 

高茎草本やササの繁茂が本種の生育や次世代更新の妨げになっていると推

察される場所では、刈払い等の植生管理が有効と考えられる。 

本種は、開花頃までは十分に光が当たり、その後は半日陰になるような条

件と、適湿で水はけの良い土壌を好む。植生管理を実施する場所は、高茎草

本やササの繁茂が本種の衰退の原因であると推察される場所であって、土壌

に適度な湿り気がある場所を選ぶ。なお、共生菌の存在確認は作業が煩雑な

ため、基本的に行わない。加えて、花粉媒介昆虫であるマルハナバチの蜜源

植物7が広く周辺に存在する場所を選ぶか、植生管理による蜜源植物の出現を

期待する。 

 

 
7 レブンアツモリソウはニセハイイロマルハナバチによる虫媒花であるが、本種自体には花蜜

がないことから周囲に蜜源植物が生育していることが重要となる。ネムロシオガマなどレ

ブンアツモリソウと同時期によく似た色の花を咲かせる植物が蜜源植物として挙げられて

いる。 
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（生育環境の改善手法） 

ⅰ）繁殖個体（開花株）の保全 

種子を供給することとなる繁殖個体については、以下の生育環境の改善を

行うことを基本とする。 

開花株を覆うササやススキ等の高茎草本等を定期的に刈払う管理を実施する。 

ⅱ）種子から実生に至る植生管理 

種子から実生に至る植生管理による生育環境の改善は、以下を基本とする。 

① 生育適地8と考えられる場所で刈払いとリターの除去を行う。近隣で

採取した本種の種子を播種する試験区として、刈払いのみの区画と

土壌の掻起こしも行う小規模の区画も設け、モニタリングを行う。 

② モニタリング期間は５年以内を目処とし、試験区内で本種の実生が

確認された場合は、試験区を中心とするより広範な場所を対象に播

種を行う。 

ただし、土壌の掻起こしは改変による既存植生への影響が大きいこと、ま

た作業の効率性・経済性も考慮して実施の是非を適宜判断する。 

また、実施後、実生が確認されれば、他の植物も含めた亜高山草原を目指

すことで土壌の乾燥を防ぎ、本種の受粉に必要な訪花昆虫の蜜源植物を確保

する。さらに植生を確認しながら、亜高山草原を維持するため、定期的に刈

払いやリター除去を行う。 

樹木・かん木類についても、地表面の日照確保等が生育環境改善に有効と

考えられる場所においては、枝打ちや除去等を実施する。 

種子から実生に至る植生管理による生育環境の改善は、以下を基本とする。 

 

（留意事項） 

植生管理は他の植物にも影響を与える行為であり、また各種条件を備えた

適地を選定することは難しい。よって、植生管理に伴う植生の変化や本種の

出現状況に応じて、場所・規模の変更や管理の頻度を変えるなど順応的に行

う。なお、斜面では土壌崩壊を起こさないよう注意しながら小規模で行う。 

また、播種による実生が確認される期間や植生管理にあたっては、可能な

限り事前に定量的な目標を定め、計画的に行うものとする。植生管理を長き

にわたり継続的に行うことになるため、刈払いやリター除去の頻度を予め想

定しランニングコストを抑え、立地選定等でも省力化を図る。 

 

 
8 本種の種子発芽や実生定着がスムーズに進むセーフサイトとして、狭葉性・中型のイネ科や

カヤツリグサ科草本やコケ植物、わい性の低木類等がマット状に覆い、地表の湿度や温度、

光条件が適切に確保されっている立地が想定される。 
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（２）野生復帰の技術確立 

ロードマップ策定後（2016 (平成 28）年以降）の生育環境改善の取組みが功

を奏していること、新たな生育地の確認やその他生育地の詳細把握により、レブ

ンアツモリソウの生育確認個体数は、大幅に増加している。よって、本格的な野

生復帰（補強及び再導入）は喫緊に必要な状況ではないが、何らかの影響で本種

が急激に減少し、野生復帰が必要な状況になった際に速やかに対応できるよう、

引き続き、野生復帰（植え戻し）試験の継続実施を軸に技術の確立に努める。以

下に、本種の野生復帰に向けた基本的な考え方等を整理した。 

 

（２）－１ 個体の野生復帰 

（野生復帰に用いる株の考え方） 

本種を含むラン科植物の発芽には、共生菌が関わっているが、培養では植

物ホルモン処理を使用した無菌培養が広く一般的に行われている。本種につ

いては、培養センターにより植物ホルモンを使用しない無菌培養による株の

増産が進められ、教育用、研究用、展示用等として有効に活用されてきた。

しかし、無菌培養株は突然変異を起こす可能性が指摘され、本種の生育地か

ら隔離して栽培されてきた。 

このような中、研究者により、本種の共生菌は Tulasnella 属の菌類である

ことが明らかになった。さらに、この共生菌を用いた培養技術も開発され、

生育地への試験移植でも活着が認められた。 

野生復帰には、自然発芽を模した共生菌発芽による培養株（共生菌培養

株）を用いることとする。 

野生復帰に用いる共生菌培養株は、遺伝的多様性に配慮するため、野生復

帰実施場所の近くから採取した種子を用いることが望ましく、その由来を記

録しておく。また、できるだけ多様な親個体から採取した種子を混ぜて育成

する。さらに可能な限り野生復帰を行う地点周辺の花色の割合・特性を把握

し、苗圃において花形や花色に問題のないことを確認した個体を用いること

が望ましい。 

なお、酵素多型を用いた遺伝学的研究では、北部と南部との間で遺伝的相

違が見られるものの、北部・南部の各エリア内の遺伝的な分化の程度は小さ

いことがわかっている。一方で、より感度の高いゲノムワイドに DNA マーカ

ーを用いた最新の研究では、北部と南部での遺伝的分化があることが示され

つつある。したがって、野生復帰においては、原則、北部には北部由来の株、

南部には南部由来の株を用いることとし、それぞれの株を分けて育成する。 

 

（野生復帰の手法） 

野生復帰にあたっては、初期は管理可能な小規模で行い、定期的なモニタ

リングにより、活着状況や周囲の異常の有無等を確認する等慎重に進める。
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拡大する場合には、その必要性に加え、モニタリング・管理に係るコストな

ど多面的に検討の上、徐々に拡大する。 

具体的な手法は、植え戻し試験の結果等を踏まえて検討する。必要に応じ

て刈払いやリター除去を行い、他の植物と共存した亜高山草原内に生育する

姿を目指す。 

 

（野生復帰個体の取扱い） 

植え戻し試験において、植え戻した個体の定着がある程度確認された。同

時に植え戻した個体による周囲の自生株及び周辺植生への特段の影響は現時

点で確認されていない。したがって、当該個体及び当該個体に由来する種

子・実生が成長した個体は、自生株と同様のものとして取扱うが、今後も植

え戻した個体が周囲の環境に及ぼす影響については注視していく。 

 

（２）－２ 人工培養 

 野生復帰には共生菌培養株を用いることとし、（２）－１の考え方に沿った株

を培養・育成することとする。 

 

（野生復帰個体を人工培養する場所） 

共生菌培養株は、野外へ植え戻す前に鉢上げし、１～数年栽培した方が活

着は良いが、礼文島外で鉢上げした株には外来微生物等が付着する可能性も

ある。そのため、フラスコ株を直接植え戻すか、鉢上げ及び鉢上げ後の栽培

管理を礼文島内で行うことが望ましい。 

さらに、北部由来株と南部由来株の遺伝的多様性に配慮し、それぞれを区

別して栽培するものとする。ただし、礼文島内で栽培可能な施設は培養セン

ターに限られる一方で、設備の制約から、後述の無菌培養株も加え、それぞ

れの間の交雑を防ぐことはきわめて困難である。このため、野生復帰個体の

栽培に用いる種子は野生個体から採取するものとする。 

なお、株をストックする場合には、南部由来株は南部で栽培することが望

ましい。 

また、島外の研究機関等での培養株は、緊急時に活用できる可能性がある

ことから、株数、由来、管理方法、今後の方針等を定期的に確認する。 

 

（無菌培養株の扱い） 

無菌培養は、安定的に株を増産できる技術として重要であり、無菌培養株

は今後も教育用、研究用、展示用等として有効に活用する。また、共生菌培

養株とは明確に区別した栽培管理を行うこととする。 
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（圃場で自然に発芽した個体の扱い） 

培養センターでは、こぼれ種と思われる個体が多数存在する。受粉した花

粉は、北部、南部または無菌培養株のいずれであるのか明確ではないことか

ら、遺伝的多様性を考慮し、無菌培養株に準じて扱う。 

 

（２）－３ 野生復帰技術の確立に向けた取組み 

かつて本種は礼文島内の各所で見られたことから礼文島全域を生育地とし、

南部と北部の遺伝的多様性に配慮しつつ、野生復帰の対象地として扱うこと

で問題ないことが 2021（令和３）年度に確認されている。 

現時点では、現存している生育地の維持改善が優先すべき取組みであるが、

将来的に野生復帰が必要になった際に速やかに対応できるよう、引き続き野

生復帰試験を継続し、技術の確立や課題の把握を行う。 

 

（南部での培養株の植栽・管理） 

野生復帰技術の技術確立及び南部由来株と北部由来株を隔離栽培する場を

南部に設けることが望ましい。また、野生復帰技術の確立・向上のために、

他の蜜源植物等と共生する自然の生育地に近い環境での植栽・管理や、簡便

かつ安価に維持できる管理手法の検討が望まれる。また、適切な解説を行う

ことにより、地域住民及び観光客の理解促進や普及啓発の効果が期待できる。

以上をふまえ、2019（令和元）年度より「北のカナリアパーク」の花壇にお

いて南部由来株の隔離栽培を行っており、引き続き、同地において南部由来

株の隔離栽培を行う。 

なお、個体の植栽にあたっては、「（２）－１ 個体の野生復帰」に準じた

手法にて行うものとする。 

 

（３）生育地における盗掘の防止 

（現  状） 

レブンアツモリソウの盗掘を防止するため、鉄府保護区及び船泊保護区に

は環境省により立入防止柵及び監視カメラが設置されている。また、開花時

期を中心に環境省では自然保護官補佐を、林野庁では自然保護管理員及び森

林保護員を、礼文町では監視員を配置し、盗掘防止の監視及び普及啓発活動

を行っている。さらに、本種を含む高山植物の盗掘防止のため、北海道によ

る監視員の配置や盗掘防止キャンペーン等のほか、ボランティアによるパト

ロール活動も盛んに行われている。これらの取組みにより、ロードマップ策

定後（2016(平成 28）年以降)の盗掘の確認件数は０件を維持している。 
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（盗掘対策） 

環境省職員、自然保護管理員、森林保護員及び監視員による監視活動及び

普及啓発活動は引き続き実施する。立入防止柵や監視カメラのような施設・

設備に頼った対策は、必要最低限にとどめ、過度にならないよう配慮しなが

ら、設置、維持又は撤去について状況に応じた対応を行う。 

盗掘が起きた場合には、警察とも連携し、必要に応じて情報を公開するな

ど、本種の保護を呼びかける。 

 

（４）生育状況等の把握・モニタリング 

（現  状） 

環境省では、1992（平成４）年より鉄府保護区において、1998（平成 10）

年より船泊保護区において、永久方形区を設定し出現茎数や植生組成の調査

を行っている。また、2011（平成 23）年から 2020（令和２）年度まで「レブ

ンアツモリソウ群生地」向かいの開花数の調査を行っているほか、島内に点

在する大小の生育地についても、自然保護官補佐の現地踏査・聞き取りを通

じて生育確認を行いながら、開花数の把握に努めてきた。 

林野庁では、2012（平成 24）年から 2015（平成 27）年度に、鉄府保護区

において、ラジコンヘリを用いた空撮による開花数の把握調査を行っており、

2015（平成 27）年度からは研究者が設置したモニタリングプロット 25 箇所

を引き継ぎ、調査を継続実施している。また、「レブンアツモリソウ群生地」

においては、開花数とあわせ植生調査を実施している。さらに礼文島南部で

は、自然保護管理員及び森林保護員の巡視の中で開花数の把握を行っている。 

礼文町では、2017（平成 29）年より南部の大規模生育地に調査区を設け、

開花数や植生組成の調査を実施しているほか、2021（令和３）年度からは

「レブンアツモリソウ群生地」向かいにおいてドローンを用いた開花数の調

査を実施している。また、環境省と分担し、島内に点在する大小の生育地の

開花数の調査も行っている。 

また各関係機関において、生育環境の改善に対する効果検証の調査・モニ

タリングも行っており、その中でレブンアツモリソウの生育状況等の把握が

行われている。 

さらに、2010（平成 22）年から 2012（平成 24）年度には、NPO 法人礼文島

自然情報センターにより、礼文島南部において植生に踏み入らず双眼鏡等に

よる目視で開花数を数えるモニタリング調査が実施されている。なお、過去

の生育地については、1992（平成４）年に環境庁が自然公園指導員らに聞き

取った結果をまとめ、1993（平成５）年に林野庁が補足調査を実施、2013

（平成 25）年度に環境省が関係者への聞き取りを行い更新している。 

 

（生育状況の把握方法（調査・モニタリング）） 
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礼文島内のレブンアツモリソウは、ロードマップ策定時点（2016(平成 28 

年）)よりその確認個体数、生育範囲ともに大幅に増加、拡大している。これ

は、ロードマップに基づく生育環境改善の取組みが功を奏していることや新

たな生育地の確認、その他生育地での詳細な個体数把握によるものである。 

島内全体の生育個体数及び生育範囲は、各主体がそれぞれ実施した調査・

モニタリング結果を統合することで全体の傾向を把握することができる。一

方で、調査・モニタリングの目的・方法、生育個体数のカウント単位が異な

ることから、得られた結果を統合した生育個体数を礼文島全体の生育状況と

して評価することは適切ではない。 

また、一部の生育地では本種の回復状況をふまえ調査・モニタリングによ

る踏みつけの影響を極力低減する方法へと転換する必要がある。また、生育

確認範囲が広がり、生育地の大小や物理的にアクセスが困難など多岐にわた

ることを考慮し、それぞれの環境特性に左右されない調査・モニタリング方

法を一定水準で継続的に水平展開していく必要がある。 

以上をふまえ、本種生育状況把握のための調査・モニタリングの目的を以

下の３つに整理し、表．６にまとめた。なお、方法及び成果・結果として重

要な指標である生育確認個体数のカウント単位は、「開花数」を基本とする。 

ⅰ）調査・モニタリングの目的 

  調査・モニタリングの目的は、以下の３つに整理する。 

① 礼文島全体の生育確認個体数の概数を継続的に把握する。 

② 礼文島北部及び南部の代表的な群落の健全度を把握する。 

③ 生育環境改善の取組み等の効果検証及び順応的管理へ活用する。 

ⅱ）調査・モニタリングの考え方 

① 礼文島全体の生育確認個体数の概数を継続的に把握する。 

  ・礼文島全体の本種が自然状態で安定的に存続できる状態であるか、

「開花数」を生育確認個体数のカウント単位とし、概数により把握す

ることを目的とする。 

  ・調査・モニタリングによる踏みつけ軽減の観点から調査方法は、目視

または UAV 等の空撮を基本とする。 

  ・生育地の規模の大小や物理的環境特性等に左右されることなく、生育

確認個体数のカウントが可能な共通の方法を基本とする。 

② 礼文島北部及び南部の代表的な群落の健全度を把握する。 

  ・永久方形区内での調査・モニタリングにより得られた本種個体群の盛

衰について把握し、健全度の状況に応じて人為介入を行う指標とする

ことを目的とする。 

  ・調査・モニタリングによる踏みつけを最小限にするためルート沿いに

必要最小限の数・規模の方形区を設け、極力低コストで個体群の健全

度を把握できる指標を設定する。（例：葉数、有花茎数の割合など） 
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（調査時の注意事項） 

調査時に生育地へ立ち入ることにより踏みつけの影響が懸念されることか

ら、大人数による集中的な入り込みは避けなければならない。必要最低限の

歩行ルートを確保した上で、本種を踏みつけないよう注意する。特に無花個

体や幼苗・実生はその存在に気付きにくいため、細心の注意を払う。 

調査位置等を示す標識を設置する場合は、景観に配慮するとともに、調査

時の混乱を避けるために不要な標識、持ち主不明の標識は撤去する。 

なお、鉄府保護区、船泊保護区等、立入防止柵等の存在から既に広く知ら

れている生育地以外の生育地においては、生育地や個体の位置が容易に特定

されないよう、調査時期、時間帯、歩行ルート、標識等について十分注意す

る。また、調査にあたっては、調査実施者であることが明らかとなるよう制

服や腕章を着用のうえ実施すること。 
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目的
①個体群動態把握

②効果検証

③概数把握

④個体群構成把握

固定プロット調査 個体調査、植生調査 林野庁

ササ等刈払い試験地における出現状況調査 有茎数、結実数

共生菌培養株植え戻し試験モニタリング 株数、有茎数、結実数 環境省

③概数把握 鉄府保護区南東斜面の概数把握調査 開花数 林野庁

④個体群構成把握 齢構成調査 葉数、有茎数 環境省

①個体群動態把握 歩道沿いの出現状況調査 開花数 林野庁

方形プロット調査
枝打実施前の開空度、林床植生高、
被度

林野庁

駐車場脇刈払い地における出現状況調査 開花数 礼文町

④個体群構成把握

②効果検証
③概数把握

出現状況調査 開花数 礼文町

共生菌培養株
植え戻し試験モニタリング

株数、有茎数、結実数 環境省

④個体群構成把握 齢構成調査 葉数、有茎数 環境省

⑵
礼
文
島
北
部

群
生
地
以
外
の

生
育
地

⑶
詳
細

不
明
の

生
育
地

ー ③概数把握 過去の生育地に係る聞き取り・文献調査 開花数
環境省
林野庁
礼文町

管理地区 実施者 調査・モニタリングの概要 調査内容

④船泊保護区

②効果検証

①個体群動態把握

③「レブンアツモリソ
ウ群生地」向かい側

環境省

②効果検証

③概数把握

②「レブンアツモリソ
ウ群生地」

①鉄府保護区

②効果検証

歩道奥刈払い地における出現状況調査 開花数、出現種とその植被率

 北部群生地以外の生育地については、環境省、林野庁、礼文町で分担し、生育地ごとに開花数把握調査を行っている。
 なお、一部の生育地では、ササ等刈払いの効果検証を目的とした調査、個体群動態把握を目的としたモニタリングを行っている。

⑴
礼
文
島
北
部
群
生
地

礼文町

環境省
管理調査区における
出現状況調査

有茎数、結実数

表．６ レブンアツモリソウに係る調査・モニタリング整理一覧 
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（５）その他の取組み 

（カラフトアツモリソウ及び交雑個体） 

「レブンアツモリソウ群生地」の観賞用遊歩道の周辺において、これまで

カラフトアツモリソウが最大 10 株程度、その交雑個体も５箇所で確認されて

いる。 

カラフトアツモリソウは、自生とする研究者もいるが、人為により持ち込

まれた可能性が高い。このため、レブンアツモリソウとの交雑防止を目的と

してカラフトアツモリソウの摘花・除雄及び交雑個体の掘取りに環境省が着

手し、2012（平成 24）年度からは林野庁が行っている。なお、2015（平成 

27）年度に交雑個体を１株除去して以降、カラフトアツモリソウ及び交雑個

体は確認されていない。今後もカラフトアツモリソウの増殖及びレブンアツ

モリソウとの交雑を防ぐため、出現の有無についてモニタリングを行い、確

認された場合には適切な処置を講じる。 

 

（レブンアツモリソウの食害等） 

陸産貝類（ホンブレイキマイマイ及びオカモノアラガイ）、コマチグモの１

種、及びテングハマキ幼虫が、本種の受粉プロセスの妨げとなる主要な害虫

として確認されている。また、カラスが開花した本種の花を嘴で摘み落とす

ところが目撃されている。 

本種に関し、現時点で著しい被害は確認されていないが、今後、被害が生

じる可能性があることも考慮する。また、深刻な被害が予想される場合には、

状況に応じて駆除等の対応について検討する。 
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５．域外保全の管理計画 

 

保護増殖事業で活用する人工培養株は、主として培養センターで培養した株を

利用する。本種の培養は、無菌培養法と共生菌培養法の２種類の方法により行う。 

（無菌培養） 

無菌培養は未熟種子とホルモンフリーの高栄養培地を用いる。安定かつ容

易に多くの培養個体が得られることから、教育や展示に利用するため今後も

継続して行うとともに、栽培技術向上のための試験・研究に用いるために、

培養センター付属の高山植物園にて管理、育成する。なお、共生菌培養株が

安定的に育成できるようになるまでは、試験等に無菌培養個体を用いること

とするが、その際は、完全な除雄もしくは摘蕾等、自生個体に影響を及ぼさ

ないよう適切な処置を行うものとする。 

 

（共生菌培養） 

共生菌培養には、自生個体に由来する完熟種子及び、礼文島で採取された

Tulasnella 属の共生菌を用いる。共生菌培養個体は、北部由来と南部由来株

に分け、北部由来株については培養センターが付属の高山植物園にて、南部

由来株については北のカナリアパークの花壇にて管理、育成し、必要に応じ

て野生復帰個体として用いる。 

無菌培養と比較すると生産に手間がかかるため、無菌培養と遜色のない栽

培法による大量生産の確立を目指す。 

 

（その他の研究機関等での増殖） 

培養センター以外の研究機関等での増殖個体については、不測時のストッ

クとしての活用も考え、個体数や管理の方法、今後の方針等を定期的に確認

する。 
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６．普及啓発の推進・連携の確保 

 

保護増殖事業の推進には、様々な主体の理解と協力が不可欠である。保護増殖

に直接関わる関係機関が同じ方針のもと連携して取組みを進めることはもとより、

本種の保護増殖に関わる監視員、活動団体、ボランティア等にも考え方を浸透さ

せていくことが必要である。加えて、取組みを継続的に続けるため、地域で活動

する個人・団体と連携する仕組みを検討し、将来的には多様な主体が関わりなが

ら本種を守る体制を目指す。 

また、保護増殖事業の推進においては科学的知見が必要であるため、保護増殖

検討会の開催や専門家等への意見聴取等を通じて事業を適切に推進する。 

地域住民に理解や協力を求めるための普及啓発を推進する。例えば、住民向け

の広報や学校教育の場等を通じて、現状や課題、取組み等を紹介する等がある。

これらの取組みは、本種の保護増殖に支障のない範囲で行う。 

本種は礼文島の観光資源となっている。島外からの来訪者にもマナーの啓発と

ともに取組みについての普及啓発に努める。 
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７．活用について 

（レブンアツモリソウの活用） 

レブンアツモリソウの活用については、本種減少の主要因が盗掘であったこと

に加え、当初ロードマップで掲げる当面の目標が「生育環境改善により個体数の

減少を食い止める」段階であったことから、活用の視点をロードマップに取り入

れていなかった。 

しかし、ロードマップ策定後（2016（平成 28）年以降）、盗掘の確認件数は０

件を維持し、盗掘による本種減少のリスクは低下していることに加え、北部群生

地を中心に生育環境改善の取組みが一定の成果を上げている。 

また、「レブンアツモリソウ群生地」や「レブンアツモリソウ群生地向かい」

等の自生地は誰もが自由に見ることができる状態にあること、礼文町高山植物培

養センターでは人工培養株の展示がなされていることで、レブンアツモリソウは

礼文島を代表する観光資源として広く活用されている。 

今後さらに、レブンアツモリソウの保全を図っていくには、地元の関係機関・

団体をはじめとして、地元住民や観光客等の理解協力を促し、レブンアツモリソ

ウをより身近に感じられる機会や場の創出・提供が不可欠となる。 

以上をふまえ、ⅰ）観光利用の推進、ⅱ）普及啓発の推進、ⅲ）環境教育への

活用促進の３つの軸のもと、レブンアツモリソウの活用にかかる考え方・方針を

以下にまとめる。 

ⅰ）観光利用の推進 

 本種の観光利用を推進していくうえで基軸になるのは、盗掘防止と利用に伴う

生育への影響回避の２点となる。 

 盗掘防止については、監視員による巡回や防犯カメラの設置により盗掘の未然

防止策を十分に講じる。また、監視員による巡回は、関係機関・団体で協力して

実施するとともに必要に応じて盗掘防止を周知する看板の設置やリーフレットの

作成・配布を行う。 

 また、観光客による踏圧の影響が生じないよう侵入防止柵や利用導線が明確な

歩道の整備を行う。さらに、観光客の滞留による踏みつけが生じやすい箇所では、

必要に応じて踏みつけ防止を周知する看板の設置を検討する。 

ⅱ）普及啓発の推進 

 地域住民や観光客を含むより多くの人々が保全に関心を寄せられるよう、本種

の生態、生育状況及び保全の取組み（法規制の概要も含む）について周知普及を

図る。その中で、監視員やガイドによる解説及び標識やリーフレットの作成・配

布によるセルフガイドを組み合わせて行う。 

 なお、普及啓発の実施に際しては、盗掘を誘発しないよう解説の仕方や情報管

理など細心の注意を払って行う。 
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ⅲ）環境教育への活用促進 

 地域住民によるレブンアツモリソウ保全への積極的な参画を促進するため、地

域住民向けの自然観察会の定期的な開催や町の広報誌による情報発信、地元の

小・中学生を対象とした出前授業等の環境学習を継続していく。 
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８．把握している今後の課題 

 

（１）気候変動による生育環境の変化 
地球規模の気候変動により、レブンアツモリソウの生育環境も変化することが

想定されること、及び大規模気象災害の発生によって生育地そのものが失われる

可能性が指摘されている。 

 

（２）新たな共生菌株の検討について 
 共生菌培養株の人工培養には、レブンアツモリソウから分離した高い共生発芽

能を持つ WO-97 菌株を用いている。 

WO-97 菌株を経代培養する中で共生発芽能が低下する事例が確認されており、

WO-97 菌株に代替する共生菌株を選抜する必要性が指摘されている。 

 

（３）播種による植生復元技術の確立について 
 播種により本種の植生復元を図る取組みは、これまでほとんど実施されていな

い。播種した種子がどれくらいの休眠期間があるのか等未解明な部分もあり、播

種による植生復元の技術確立に向けて取組みを進めていく必要性が指摘されてい

る。
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９．ロードマップ 

現時点におけるロードマップを以下に整理した。2025（令和７）年度の計画期

間満了後に、個体数の増減や実施項目の目標の達成度などの評価を行い、評価結

果をふまえ次期ロードマップの策定について必要性も含め検討を行う。 

表．７（１）レブンアツモリソウ保護増殖ロードマップ 

地区名等 
５,６年目 

R2,3 

７年目 

R4 

８年目 

R5 

９年目 

R6 

10 年目 

R7 

礼
文
島
北
部
群
生
地 

① 鉄府保護区 

     

② 「レブンアツモリソウ群

生地」 

     

③ 「レブンアツモリソウ群

生地」向かい側 

     

④ 船泊保護区 

     

生育数回復の取組み 
○条件を満たした場所を選定し、高茎草本の刈払い、リターの除去等の

生育環境改善を行う。 

○刈払い試験の成果や課題を把握した上で、より効率的に生育環境を維

持または改善する手法を検討していく。 

野生復帰試験 

 

生育数回復の取組み 
○減少傾向の遊歩道周辺は、生育環境改善（高茎草本の刈取り、樹木の

枝打ち等）により回復を図る。 

○駐車場脇は、適宜刈払いを実施する。 

カラフトアツモリソウとの交雑防止措置 

植生管理 

生育数回復の取組み 
○効果的かつ効率的な生育環境改善の方法や頻度を検討・試行しつつ、

高茎草本の刈払い、リターの除去等を継続実施する。 

野生復帰試験 

 

モニタリング 

モニタリング 

モニタリング 

モニタリング 

中
間
評
価 

 

改
定 
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表．７（２）レブンアツモリソウ保護増殖ロードマップ 

地区名等 
５,６年目 

R2,3 

７年目 

R4 

８年目 

R5 

９年目 

R6 

10 年目 

R7 

礼
文
島
北
部
群
生
地
以
外

生
育
地 

大
規
模
生
育
地 

北部 
     

南部 

  

北部・南部小規模生育地 

     

かつての生育地（詳細不明の生育

地を含む） 
     

域外保全      

普及啓発の推進 ・連携の確保 
     

盗掘防止対策等 
     

活用      

植生管理 

モニタリング 

中
間
評
価 

 

改
定 

モニタリング 
植生保全 
○条件を満たした場所を選定し、高茎草本やササ群落の刈払い等の生育

環境改善を行う。 

植生管理 

培養個体の増殖、育成、管理 

情報収集・整理、現地確認調査 

地域で活動する個人・団体と連携する仕組みの検討、

地域住民へ理解や協力を求めるための普及啓発など 

 

観光利用の推進、普及啓発の推進、環境教育への活用促進 

監視員の配置、カメラの設置や来訪者へのマナーの啓発 

モニタリング 
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レブンアツモリソウ保護増殖事業計画

環 境 庁

農林水産省

第１ 事業の目標

レブンアツモリソウは、北海道の礼文島にのみ生育する多年生の草本植物で

ある。生育状況や生態について詳細には把握されていないが、園芸的価値が高

いことから過度に採集され、現在では分布、個体数とも限られている。

本事業は、礼文島における本種の生育状況等の把握とモニタリングを行い、

その結果等を踏まえ、生育地における生育環境の改善や盗掘防止対策の強化等

を図るとともに、必要に応じ適切な方法による繁殖個体の再導入を行い、かつ

ての分布域内での分布の拡大及び個体数の増加を図ること等により、本種が自

然状態で安定的に存続できる状態になることを目標とする。

第２ 事業の区域

主として北海道礼文島

第３ 事業の内容

１ 生育状況等の把握・モニタリング

本種の保護増殖事業を適切かつ効果的に実施するため、以下の調査を行う

とともに、本種の生育状況等に関する情報の収集、整理を進める。

なお、調査等の実施に当たっては、踏みつけ等の生息地に悪影響を及ぼす

行為を排除するよう留意する。

（１）生育状況の把握・モニタリング

生育地点、生育株数の現状及び増減等の本種の野外個体群の生育状況に

関する情報の収集及び定期的なモニタリングを行う。

併せて、かつての分布域を把握するため過去の分布状況の変遷等につい

て情報収集を行う。

（２）生物学的特性の把握

野生下での繁殖様式、共生菌の特定など実生の定着環境、生育に適する

環境、集団内の遺伝的多様性等、本種の保存に資する生物学的特性の把握

を目的とした調査を行う。

（３）生育の圧迫要因及びその影響の把握・モニタリング

植生の遷移、訪花昆虫及び食害昆虫の動態等個体群の維持に影響を及ぼ

すおそれのある要因及びその影響の把握及び定期的なモニタリングを行う。



２ 生育地における生育環境の維持・改善

本種の自然状態での安定した存続のためには、共存する生物や地形地質等

本種を取り巻く生態系全体を良好な状態に保つことが必要である。

このため、上記１の現状把握やモニタリングの結果、本種の生育環境が悪

化し、個体数の減少等が見られる場合には、その原因を把握するとともに、

本種の生態学的特性を十分に踏まえた効果的な対応策を検討し、必要に応じ

て、本種の生育・繁殖に適した環境改善のための措置を講ずる。

３ 人工繁殖及び個体の再導入

本種の繁殖は、野外個体群の維持拡大によることを基本とするが、必要に

応じ、補完的に人工繁殖及び個体の再導入によるかつての分布域内での分布

の拡大及び個体数の増加を図る。

なお、個体の再導入に当たっては、遺伝的かく乱等により野外個体群の存

続を脅かすおそれがあることに十分留意することとする。

４ 生育地における盗掘の防止

盗掘及び生育地への不用意な立入りを防止するために、生育地における監

視及び保護柵、制札等の整備を行う。

５ 普及啓発の推進

本種の保護増殖事業を実効あるものとするためには、関係行政機関や礼文

島の住民を始めとする国民の理解と協力が不可欠である。このため、本種の

生育状況及び保護の必要性、保護増殖事業の実施状況等に関する普及啓発を

推進し、本種の保護に関する配慮と協力を呼び掛けることとする。また、礼

文島内において、本種についての理解を深めるための活動を行うこと等によ

り、地域の自主的な保護活動の展開が図られるよう努める。

６ 効果的な事業の推進のための連携の確保

本事業の実施に当たっては、事業に係る国、北海道及び礼文町の各行政機

関、本種の生態等に関する研究者、地元住民等の関係者間の連携を図り、効

果的に事業が推進されるよう努める。
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